
平成３１年 １月 定例教育委員会 

 
                     日時 平成３１年１月２５日(金)13:30～ 
                     場所 鳥取市教育センター２階第１研修室 
 
 

次  第 

 
○ 行事報告及び行事予定について                    〔教育総務課〕 
 
【審議案件】 
（１）議案第１号 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に 

関する条例の制定について〔学校教育課/生涯学習・スポーツ課〕P.1 
（２）議案第２号 財産の無償貸付けについて           〔教育総務課〕P.56 
（３）議案第３号 平成３１年度鳥取市一般会計当初予算について      〔各課〕P.58 
（４）議案第４号 平成３０年度鳥取市一般会計補正予算（２月補正）について 
                                   〔各課〕P.72 

（５）議案第５号 史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事の契約変更について 〔文化財課〕P.76 
 
【説明・協議事項】 
（１） 鳥取市教育委員会事務の自己点検・評価報告書について    〔教育総務課〕P.78 
（２） 今後の社会教育のあり方と地域組織のあり方検討の取組状況について 

   〔生涯学習・スポーツ課〕P.79 
（３）鳥取市民体育館再整備に係る事業手法について   〔生涯学習・スポーツ課〕当日配布 
 
【報告事項】 
（１）特別天然記念物コウノトリの鳥取市吉岡温泉町での死亡について 〔文化財課〕P.85 
（２）天然記念物鳥取砂丘の文化財の毀損について                  〔文化財課〕P.87 
 
【先回定例会の議事録】 
 
【その他】 
（１） 次期定例教育委員会の開催について 
［2月］平成 31年 2月 28 日（木）13:30 ～ 鳥取市教育センター２階第１研修室 
［3月］平成 31年 3月 29 日（金）13:30 ～ 鳥取市教育センター２階第１研修室 

 
（２）総合教育会議（第２回）の開催について 
   平成 31 年 2月 5日（火）10:00 ～ 市役所本庁舎４階 第２会議室 
 
（３）臨時教育委員会の開催について 
   平成 31 年 2月 20 日（水）13:00 ～ 市役所第二庁舎５階 第１会議室 
 
（４）第２回鳥取県東部地区市町教育委員会研究協議会の開催について 
   平成 31 年 2月 20 日（水）15:30 ～ 岩美町（調整中） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　等 場　　　所

１２月 28 （金）

29 （土）

30 （日）

31 （月）

１月 第４８回青谷町正月マラソン大会 青谷町農林漁業者トレーニングセンター

第３７回鹿野町正月マラソン大会 国民宿舎 山紫苑前

2 （水）

3 （木） 鳥取市新春健康マラソン コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク

鳥取市成人式 とりぎん文化会館

4 （金） 中尾和則写真展「世界の子どもたち」（～1/30） 用瀬図書館

5 （土） わくわく福BOOK（～1/6） 気高図書館

宇宙ふしぎ探検「部分日食を観察しよう」 さじアストロパーク

民俗行事「七草がゆ・鳥追い」 河原歴史民俗資料館

7 （月）

8 (火)

鳥取大学講義「ジオパーク・自然災害・防災　宇宙・惑星地球③」(講師：さじアストロパーク) 鳥取大学

みんなで楽しむ音読教室 中央図書館

10 （木） ＬＤ等専門員・通級指導教室担当者研修③ 市教育センター

11 （金） 第２回鳥取市部活動のあり方検討委員会 市教育センター

12 （土） 鳥取県星空保全条例制定１周年記念イベント（知事表彰：佐治天文台長） ハワイアロハホール（湯梨浜町）

13 （日） 新春囲碁大会 河原町コミュニティセンター

14 （月） 親子でいっしょに楽しむ講座⑬「親子で学ぼう！お金のはなし」 中央図書館

15 (火)

16 （水）

期間展示「さじアストロパーク成果発表」展示開始（～3/17） さじアストロパーク

アストロ宇宙教室（講師：さじアストロパーク） 散岐小学校

18 （金） 水道技術研究会現地視察 旧美歎水源地水道施設

19 （土）

20 （日）

21 （月）

中堅教諭等資質向上研修⑥・１６年目研修②（合同開催） 国府町コミュニティセンター

アストロ宇宙教室（講師：さじアストロパーク） 宮ノ下小学校

鳥取大学講義「ジオパーク・自然災害・防災　宇宙・惑星地球①」(講師：さじアストロパーク) 鳥取大学

ＮＨＫ鳥取文化センター講座「宇宙を解く④　光害と星取県」(講師：さじアストロパーク) ＮＨＫ文化センター鳥取教室

24 （木） 全国学校給食週間（～1/30） 各学校

25 （金） １月定例教育委員会 市教育センター

17 （木）

22 (火)

23 （水）

9 （水）

① 行事報告（１２月２８日～１月２５日）

1 (火)

6 （日）



月 日 曜日 行　　　　　事　　　　　等 場　　　所

１月 26 （土） 宇宙ふしぎ探検「冬の星座を観察しよう」（予約・問合せはさじアストロパーク） 鳥取市こども科学館

27 （日）

28 （月）

29 (火)

30 （水） 鳥取大学講義「ジオパーク・自然災害・防災　宇宙・惑星地球②」(講師：さじアストロパーク) 鳥取大学

31 （木） 教育支援委員会（特別審査） 市教育センター

２月 1 （金）

2 （土）

3 （日）

4 （月）

5 (火) 総合教育会議（第２回） 市役所本庁舎

6 （水） 鳥取大学講義「ジオパーク・自然災害・防災　宇宙・惑星地球③」(講師：さじアストロパーク) 鳥取大学

7 （木）

8 （金）

9 （土）

10 （日）

11 （月）

12 (火)

13 （水） 河原町女性セミナー第５回講座、閉講式 河原町老人福祉センター

14 （木） みすみ大学 用瀬町民会館

15 （金） 第３回鳥取市教育センター運営協議会 市教育センター

16 （土）

17 （日） スポーツ表彰式 市民会館

18 （月）

19 (火) 図書館システム更新及び蔵書点検のための休館（～2/28） 鳥取市立図書館

臨時教育委員会 市役所第二庁舎

第２回鳥取県東部地区市町教育委員会研究協議会 岩美町

プラネタリウム春番組「星取絶景」投影開始（～6/16） さじアストロパーク

21 （木）

22 （金） ２月定例市議会　開会（～3/22） 議場

第４回きなんせ！ English World 市教育センター

宇宙ふしぎ探検「冬の星座を観察しよう」（予約・問合せはさじアストロパーク） 鳥取市こども科学館

因幡の麒麟獅子舞連合保存会設立総会 鳥取市人権交流プラザ

24 （日）

25 （月）

26 (火)

27 （水） ＮＨＫ鳥取文化センター講座「宇宙を解く⑤　銀河の正体」(講師：さじアストロパーク) ＮＨＫ文化センター鳥取教室

28 （木） ２月定例教育委員会 市教育センター

② 行事予定（１月２６日～２月２８日）

20 （水）

23 （土）



議案第１号 

   消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する  

条例の制定について 

 

 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例を次の

ように制定する。 

 平成３１年１月２５日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する   

条例 

目次 

 第１章 総務部関係（第１条―第３条） 

 第２章 企画推進部関係（第４条―第６条） 

 第３章 福祉部関係（第７条―第１１条） 

第４章 経済観光部関係（第１２条―第１８条） 

第５章 農林水産部関係（第１９条―第２８条） 

第６章 都市整備部関係（第２９条―第３４条） 

第７章 環境下水道部関係（第３５条―第３８条） 

第８章 教育委員会関係（第３９条―第５３条） 

第９章 水道局関係（第５４条・第５５条） 

附則 
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 【教育委員会関係のみ抜粋】 

   第８章 教育委員会関係 

（鳥取市立学校条例の一部改正） 

第３９条 鳥取市立学校条例（昭和３９年鳥取市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「４３０円」を「４４０円」に改める。 

（鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４０条 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例（昭和４８年鳥取市条例第４８

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項、第３項及び第６項から第８項までの表中「５４０円」を「５５０円」

に改める。 

（鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４１条 鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例（昭和５３年

鳥取市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「２，５９０円」を「２，６４０円」に、「２，４８０円」を「２，

５３０円」に、「２，３７０円」を「２，４２０円」に、「２，０５０円」を「２，

０９０円」に、「１，９４０円」を「１，９８０円」に、「１，８３０円」を「１，

８７０円」に、「１，７２０円」を「１，７６０円」に、「１，６２０円」を「１，

６５０円」に、「８６０円」を「８８０円」に、「７５０円」を「７７０円」に、「６

４０円」を「６６０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「１，０３０円」を「１，

０５０円」に、「１，６５０円」を「１，６８０円」に、「１，１３０円」を「１，

１５０円」に改める。 

別表第２項の表中「６４０円」を「６６０円」に、「４３０円」を「４４０円」に、

「２１０円」を「２２０円」に改める。 

別表第３項の表中「５，４００円」を「５，５００円」に、「８１０円」を「８２

０円」に、「１，３５０円」を「１，３７０円」に改める。 
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  別表第４項の表中「３２０円」を「３３０円」に、「２１０円」を「２２０円」に、

「１００円」を「１１０円」に改める。 

（鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４２条 鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（昭和５３年鳥

取市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２

００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「５４０円」を「５５０円」

に、「１，９４０円」を「１，９８０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」

に、「７２０円」を「７３０円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「１時

間につき２７０円で計算して得た額」を「１時間につき２７５円で計算して得た額」

に改める。 

（鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４３条 鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例（昭和５７年鳥取市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「２，１６０円」を「２，２００

円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、

「３，２４０円」を「３，３００円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「２，７

００円」を「２，７５０円」に、「１時間につき２７０円で計算して得た額」を「１

時間につき２７５円で計算して得た額」に改める。 

（鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４４条 鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例（昭和５９年鳥取市条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１項第１号及び別表第２第１項の表中「５４０円」を「５５０円」に

改める。 

（鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４５条 鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例（平成７年鳥取市条例第
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３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項の表中「９，９００円」を「１０，１２０円」に、「８，１００円」を

「８，２００円」に、「３２，４００円」を「３３，０００円」に、「２９，１００

円」を「２９，７００円」に、「２７，５００円」を「２８，０００円」に、「２５，

９００円」を「２６，４００円」に、「８，６００円」を「８，８００円」に改める。 

（鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４６条 鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例（平成１２年鳥取市条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「１，３５０円」を「１，３７０円」に、「６７０円」を「６８０円」

に、「３３０円」を「３４０円」に、「１６０円」を「１７０円」に改める。 

（鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４７条 鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１６年鳥取市条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１、別表第２及び別表第３中「５４０円」を「５５０円」に改める。 

（鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４８条 鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第１４４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「１６，３００円」を「１６，５００円」に、「４，５００円」を「４，

６００円」に改める。 

（鳥取市国府町土地区画整理記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４９条 鳥取市国府町土地区画整理記念館の設置及び管理に関する条例（平成１６

年鳥取市条例第１４６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「５，４００円」を「５，５００円」に、「２，７００円」を「２，７５０

円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「３，７８０円」を「３，８５０

円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，６２０円」を「１，６５０

円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「７５０円」を「７７０円」に改
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める。 

（鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５０条 鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第

１４８号）の一部を次のように改正する。 

別表中「９５０円」を「９６０円」に、「１，３７０円」を「１，３９０円」に改

める。 

（鳥取市気高町ロッジ緑の郷の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５１条 鳥取市気高町ロッジ緑の郷の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取

市条例第１４９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「２１６円」を「２２０円」に、「１６２円」を「１６５円」に、

「４３２円」を「４４０円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「１，０８０円」

を「１，１００円」に、「１０８円」を「１１０円」に、「５４円」を「５５円」に、

「７５６円」を「７７０円」に改める。 

別表第２項の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，６２０円」を「１，

６５０円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「７５６円」を「７７０円」に、「１

６２円」を「１６５円」に改める。 

（鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５２条 鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市

条例第２１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表中「５，６００円」を「５，７００円」に、「５，２００円」を「５，

３００円」に、「４，９００円」を「５，０００円」に、「７，１００円」を「７，

２００円」に、「６，５００円」を「６，７００円」に、「６，１００円」を「６，

２００円」に、「５，６００円」を「５，７００円」に、「４，５００円」を「４，

６００円」に、「３，９００円」を「４，０００円」に改める。 

別表第３項の表中「２，１００円」を「２，２００円」に改める。 

（鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 
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第５３条 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年鳥取市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「３８０円」を「３９０円」に、「３４０円」を「３５０円」に、「１，

８３０円」を「１，８７０円」に、「２，０１０円」を「２，０５０円」に改める。 

別表第２第１項の表中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「８，６４０円」

を「８，８００円」に、「１１，８８０円」を「１２，１００円」に、「１２，９６

０円」を「１３，２００円」に、「２０，５２０円」を「２０，９００円」に、「２

４，８４０円」を「２５，３００円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、

「９，７２０円」を「９，９００円」に、「１４，０４０円」を「１４，３００円」

に、「１５，１２０」を「１５，４００円」に、「２３，７６０円」を「２４，２０

０円」に、「２９，１６０円」を「２９，７００円」に、「６，４８０円」を「６，

６００円」に、「１８，３６０円」を「１８，７００円」に、「２５，９２０円」を

「２６，４００円」に、「３２，４００円」を「３３，０００円」に、「７，５６０

円」を「７，７００円」に、「１７，２８０円」を「１７，６００円」に、「２１，

６００円」を「２２，０００円」に、「３１，３２０円」を「３１，９００円」に、

「３８，８８０円」を「３９，６００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００

円」に、「２８，０８０円」を「２８，６００円」に、「４１，０４０円」を「４１，

８００円」に、「５０，７６０円」を「５１，７００円」に、「６０，４８０円」を

「６１，６００円」に改める。 

別表第２第２項の表中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０円」

を「２，２００円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「３，６７０円」

を「３，７４０円」に、「４，７５０円」を「４，８４０円」に、「６，２６０円」

を「６，３８０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「６８０円」を「６９０円」

に、「１，１８０円」を「１，２１０円」に、「２，０５０円」を「２，０９０円」

に、「３，５６０円」を「３，６３０円」に、「６４０円」を「６６０円」に、「７５

０円」を「７７０円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「１，２９０円」
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を「１，３２０円」に、「１，７２０円」を「１，７６０円」に、「２，３７０円」

を「２，４２０円」に、「４３０円」を「４４０円」に、「５４０円」を「５５０円」

に、「８６０円」を「８８０円」に、「１，５１０円」を「１，５４０円」に、「３２

０円」を「３３０円」に改める。 

   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例（第１６条、第２８条、第３２条、第３５条から第３８条までの改正規

定、第５４条及び第５５条の改正規定によるものを除く。）による改正後の条例（以

下「改正後のそれぞれの条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付す

べきものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後のそれぞれの条例（第８条、第９条、第１１条及び第３０条の改正規定に

よるものを除く。）の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る

使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等

により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等に

ついては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

提案理由 

 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、使用料等を見直すためである。 
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消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例案要綱 

 

１ 制定の目的 

  平成３１年１０月１日より消費税及び地方消費税の税率が「１００分の８」から

「１００分の１０」に改められることに伴い、使用料、利用料金等を見直すため、

関係条例の整理を行うことを目的とします。 

 

２ 制定の内容 

   条例上「１００分の１０８」（「１．０８」など）と規定されている条例につい

て「１００分の１１０」（「１．１０」など）に改めることとします。 

   上記以外の条例 

   端数処理を行う前の額に１０８分の１１０を乗じて得た額（端数処理について

は、各条例の考え方によります。）に改めることとします。 

   その他 

   その他、所要の整理を行うこととします。 

（第１条関係から第５５条関係まで。ただし、教育委員会関係は第３９条から第 

 ５３条まで） 

  なお、対象条例については、別紙のとおりとします。 

 

３ 施行期日等 

  この条例は、平成３１年１０月１日から施行することとします。 

  所要の経過措置を設けることとします。 

１月定例教育委員会 説明資料 

年月日 平成３１年１月２５日 

担当課 
学校教育課 

生涯学習・スポーツ課 
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１　一括改正により条例改正を行うもの（５５条例）

新旧№ 例規名称 制定年月日 種別番号 担当部局 担当課

1 鳥取市行政財産使用料条例 昭和51年4月1日 条例第5号 総務部 財産経営課

2 鳥取市人権交流プラザの設置及び管理に関する条例 昭和52年7月29日 条例第34号 人権政策局 人権推進課

3 鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例 平成14年6月27日 条例第23号 人権政策局 男女共同参画課

4 鳥取市民会館条例 昭和42年1月5日 条例第1号 企画推進部 文化交流課

5 鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例 平成7年3月29日 条例第4号 企画推進部 文化交流課

6 城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例 平成17年9月30日 条例第54号 企画推進部 文化交流課

7 鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例 平成2年9月28日 条例第18号 福祉部 長寿社会課

8 鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第89号 福祉部 長寿社会課

9 鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第90号 福祉部 長寿社会課

10 鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例 平成13年3月23日 条例第2号 福祉部 障がい福祉課

11 鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第83号 福祉部 保険年金課

12 鳥取市公設地方卸売市場条例 昭和57年4月1日 条例第7号 経済観光部 経済・雇用戦略課

13 鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第205号 経済観光部 経済・雇用戦略課

14 鳥取市佐治町たんぽり荘の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第69号 経済観光部 観光戦略課

15 鳥取市気高町遊漁センターの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第73号 経済観光部 観光戦略課

16 鳥取市温泉事業配湯条例 平成16年9月30日 条例第78号 経済観光部 観光戦略課

17 鳥取市立温泉館の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第204号 経済観光部 観光戦略課

18 鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第206号 経済観光部 観光戦略課

19 鳥取市就業改善センターの設置及び管理に関する条例 昭和53年10月6日 条例第29号 農林水産部 農業振興課

20 鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例 平成3年3月29日 条例第2号 農林水産部 農業振興課

21 鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例 平成10年12月28日 条例第37号 農林水産部 農業振興課

22 鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第124号 農林水産部 農業振興課

23 鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第209号 農林水産部 農業振興課

24 鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第212号 農林水産部 農業振興課

25 鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例 平成9年6月20日 条例第15号 農林水産部 林務水産課

26 鳥取市国府町林業会館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第116号 農林水産部 林務水産課

27 鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第118号 農林水産部 林務水産課

28 鳥取市漁港管理条例 平成16年9月30日 条例第125号 農林水産部 林務水産課

29 鳥取市都市公園条例 昭和40年4月1日 条例第4号 都市整備部 都市環境課

30 鳥取市営駐車場条例 昭和48年3月31日 条例第9号 都市整備部 都市環境課

31 鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例 昭和57年4月1日 条例第6号 都市整備部 都市環境課

32 鳥取市準用河川流水占用料等徴収条例 平成16年9月30日 条例第192号 都市整備部 都市環境課

33 殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例 平成25年9月13日 条例41号 都市整備部 都市環境課

34 鳥取市道路占用料徴収条例 昭和44年4月1日 条例第9号 都市整備部 道路課

35 鳥取市下水道条例 昭和37年4月2日 条例第8号 環境下水道部 下水道経営課

一括改正等対象条例一覧
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一括改正等対象条例一覧

新旧№ 例規名称 制定年月日 種別番号 担当部局 担当課

36 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例 昭和61年9月26日 条例第27号 環境下水道部 下水道経営課

37 鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第180号 環境下水道部 下水道経営課

38 鳥取市浄化槽事業条例 平成16年9月30日 条例第181号 環境下水道部 下水道経営課

39 鳥取市立学校条例 昭和39年4月1日 条例第5号 教育委員会事務局 学校教育課

40 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例 昭和48年12月25日 条例第48号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

41 鳥取市サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例 昭和53年4月1日 条例第4号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

42 鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例 昭和53年10月6日 条例第30号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

43 鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例 昭和57年9月29日 条例第30号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

44 鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例 昭和59年10月1日 条例第22号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

45 鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例 平成7年3月29日 条例第3号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

46 鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例 平成12年6月13日 条例第32号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

47 鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第120号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

48 鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第144号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

49 鳥取市国府町土地区画整理記念館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第146号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

50 鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第148号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

51 鳥取市気高町ロッジ緑の郷の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第149号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

52 鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例 平成16年10月19日 条例第215号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

53 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例 平成18年3月27日 条例第3号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

54 鳥取市水道事業給水条例 昭和48年12月25日 条例第58号 水道局

55 鳥取市工業用水道事業給水条例 平成16年9月30日 条例第187号 水道局
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一括改正等対象条例一覧

２　担当課で個別に条例改正を行うもの（７条例）

新旧№ 例規名称 制定年月日 種別番号 担当部局 担当課

個別 鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例 平成4年3月27日 条例第3号 福祉保健部 長寿社会課

個別 鳥取市保健所条例 平成29年12月22日 条例第62号 鳥取市保健所 総務企画課

個別 鳥取市手数料徴収条例 平成12年3月28日 条例第11号 鳥取市保健所 健康支援課ほか

個別 鳥取市食品衛生条例 平成29年12月22日 条例第65号 鳥取市保健所 生活安全課

個別 鳥取市公衆浴場法施行条例 平成29年12月22日 条例第80号 環境局 環境・循環推進課

個別 鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 昭和60年3月29日 条例第3号 都市整備部 交通政策課

個別 鳥取市立病院使用料及び手数料条例 昭和35年3月30日 条例第5号 市立病院

３　端数調整等により条例改正を要しないもの（３６条例）

新旧№ 例規名称 制定年月日 種別番号 担当部局 担当課

- 鳥取市豪雪山村開発総合センターの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第74号 総務部 財産経営課

- 鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例 昭和47年4月1日 条例第7号 人権政策局 人権推進課

- 鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第93号 福祉保健部 長寿社会課

- 鳥取市国府町子ども交流会館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第94号 健康こども部 国府町市民福祉課

- 鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例 平成19年12月25日 条例第53号 健康こども部 こども家庭課

- 鳥取市保健センター条例 平成16年9月30日 条例第84号 健康こども部 中央保健センター

- 鳥取市用瀬保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第91号 健康こども部 中央保健センター

- 鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第66号 経済観光部 経済・雇用戦略課

- 鳥取市河原町お城山展望台の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第64号 経済観光部 観光戦略課

- 鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第65号 経済観光部 観光戦略課

- 鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第72号 経済観光部 観光戦略課

- 鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例 平成17年9月30日 条例第55号 経済観光部 観光戦略課

- 鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例 平成21年12月25日 条例第39号 経済観光部 観光戦略課

- 鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例 平成17年3月29日 条例第8号 経済観光部
鳥取砂丘・ジオパー
ク推進課

- 鳥取市飯盛山荘の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第119号 農林水産部 農業振興課

- 鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例 平成28年6月28日 条例30号 農林水産部 農業振興課

- 鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例 平成2年9月28日 条例第19号 都市整備部 都市環境課

- 鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例 平成10年3月24日 条例第3号 都市整備部 都市環境課

- 鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第166号 都市整備部 都市環境課

- 鳥取市青谷町運動公園の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第167号 都市整備部 都市環境課

- 鳥取市気高リサイクル・ドリームハウスの設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第179号 環境局 生活環境課

- 仁風閣及び宝扇庵の設置及び管理に関する条例 昭和51年10月1日 条例第40号 教育委員会事務局 文化財課

- 鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例 平成12年3月28日 条例第6号 教育委員会事務局 文化財課

- 鳥取市因幡万葉歴史館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第63号 教育委員会事務局 文化財課

- 鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第140号 教育委員会事務局 文化財課
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一括改正等対象条例一覧

新旧№ 例規名称 制定年月日 種別番号 担当部局 担当課

- 鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第141号 教育委員会事務局 文化財課

- 鳥取市あおや郷土館の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第142号 教育委員会事務局 文化財課

- 鳥取市公民館条例 昭和35年4月1日 条例第15号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市勤労青少年ホーム条例 昭和47年4月1日 条例第6号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市プールの設置及び管理に関する条例 昭和49年6月28日 条例第25号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例 昭和55年4月1日 条例第2号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市多目的運動広場の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第111号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第145号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例 平成16年9月30日 条例第150号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例 平成19年3月26日 条例第1号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課

- 鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理に関する条例 平成24年9月26日 条例第35号 教育委員会事務局
生涯学習・スポーツ
課
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【
教
育
委
員
会
関
係
の
み
抜
粋
】
 

 

鳥
取
市
立
学
校
条
例
（
昭
和
３
９
年
条
例
第
５
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
３
９
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
立
学
校
条
例
 

○
鳥
取
市
立
学
校
条
例
 

昭
和
３
９
年
４
月
１
日
 

昭
和
３
９
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
９
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
９
条
（
略
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

区
分
 

金
額
 

屋
内
体
育
館
 

１
時
間
に
つ
き
44
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
照
明
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
、電
気
料
金
の
実
費
に
相
当
す
る
額
を
徴
収
す

る
。
 

 

区
分
 

金
額
 

屋
内
体
育
館
 

１
時
間
に
つ
き
43
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
照
明
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
、電
気
料
金
の
実
費
に
相
当
す
る
額
を
徴
収
す

る
。
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鳥
取
市
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４
８
年
条
例
第
４
８
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
０
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
鳥
取
市
体
育
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
昭
和
４
８
年
１
２
月
２
５
日
 

昭
和
４
８
年
１
２
月
２
５
日
 

鳥
取
市
条
例
第
４
８
号
 

鳥
取
市
条
例
第
４
８
号
 

第
１
条
～
第
２
３
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
２
３
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
７
条
、
第
１
９
条
関
係
）
 

別
表
（
第
７
条
、
第
１
９
条
関
係
）
 

１
 
鳥
取
市
民
体
育
館
利
用
料
金
 

１
 
鳥
取
市
民
体
育
館
利
用
料
金
 

２
 
鳥
取
市
河
原
町
総
合
体
育
館
利
用
料
金
 

２
 
鳥
取
市
河
原
町
総
合
体
育
館
利
用
料
金
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正
午
 正
午
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
 

～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き

36
0円

１
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料

無
料
 

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

90
円

１
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き
１
時
間
に
つ
き
１
時
間
に
つ
き
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正
午
 正
午
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
 

～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
 

36
0円
 １
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
 

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
 

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
 

90
円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き
 １
時
間
に
つ
き
１
時
間
に
つ
き
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10
0円

10
0円

10
0円
 

幼
児
体
育
室
 

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

高
齢
者
体
育
室
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

健
康
相
談
室
 

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

卓
球
場
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
幼
児
体
育
室
、
研
修
室
及
び
健
康
相
談
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、

こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

10
0円
 

10
0円

10
0円
 

幼
児
体
育
室
 

１
時
間
に
つ
き
 

20
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

高
齢
者
体
育
室
 

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き
 

20
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

健
康
相
談
室
 

１
時
間
に
つ
き
 

20
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

40
0円
 

卓
球
場
 

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
幼
児
体
育
室
、
研
修
室
及
び
健
康
相
談
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、

こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
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８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

９
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
高
齢
者
体
育
室
又
は
卓
球
場
を
利
用
す

る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

９
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
高
齢
者
体
育
室
又
は
卓
球
場
を
利
用
す

る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

３
 
鳥
取
市
河
原
町
勤
労
者
体
育
館
・
鳥
取
市
気
高
町
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
・

鳥
取
市
青
谷
町
体
育
館
利
用
料
金
 

３
 
鳥
取
市
河
原
町
勤
労
者
体
育
館
・
鳥
取
市
気
高
町
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
・
鳥

取
市
青
谷
町
体
育
館
利
用
料
金
 

区
分
 

利
用
料
金
（
１
時
間
に
つ
き
）
 

競
技
場
 
全
面
 
一
般
 

40
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

20
0円

障
害
者
等
 

無
料

半
面
 
一
般
 

20
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

10
0円

障
害
者
等
 

無
料

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て

は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。  

区
分
 

利
用
料
金
（
１
時
間
に
つ
き
）
 

競
技
場
 
全
面
 
一
般
 

40
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

20
0円

障
害
者
等
 

無
料

半
面
 
一
般
 

20
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

10
0円

障
害
者
等
 

無
料

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て

は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
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４
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

４
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

４
 
鳥
取
市
稲
葉
山
体
育
館
使
用
料
、
５
 
鳥
取
市
城
北
体
育
館
使
用
料
 
（
略
） 

４
 
鳥
取
市
稲
葉
山
体
育
館
使
用
料
、
５
 
鳥
取
市
城
北
体
育
館
使
用
料
 
（
略
） 

６
 
鳥
取
市
美
保
南
体
育
館
使
用
料
 

６
 
鳥
取
市
美
保
南
体
育
館
使
用
料
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
15
0円

１
時
間
に
つ
き
30
0円

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
15
0円

１
時
間
に
つ
き
30
0円
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備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に

あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額

と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
５
割
の
額
（
そ
の
額
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す

る
。
 

 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に

あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額

と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
５
割
の
額
（
そ
の
額
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す

る
。
 

 

７
 
鳥
取
市
湖
南
体
育
館
・
久
松
会
館
体
育
館
・
鳥
取
市
福
部
町
体
育
館
・
鳥
取

市
気
高
町
体
育
館
使
用
料
 

７
 
鳥
取
市
湖
南
体
育
館
・
久
松
会
館
体
育
館
・
鳥
取
市
福
部
町
体
育
館
・
鳥
取

市
気
高
町
体
育
館
使
用
料
 

区
分
 

金
額
（
１
時
間
に
つ
き
）
 

区
分
 

金
額
（
１
時
間
に
つ
き
）
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競
技
場
 全
面
 
一
般
 

40
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

20
0円

障
害
者
等
 

無
料

半
面
 
一
般
 

20
0円

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

10
0円

障
害
者
等
 

無
料

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
 

55
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

４
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

40
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

半
面
 
一
般
 

20
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者

10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
 

54
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

４
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

 ８
 
鳥
取
市
用
瀬
町
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
使
用
料
 

 ８
 
鳥
取
市
用
瀬
町
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
使
用
料
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時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

卓
球
コ
ー
ナ
ー
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に

あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額

と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５

割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

卓
球
コ
ー
ナ
ー
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
使
用
の
場
合
に

あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
使
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額

と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５

割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
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７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
、
卓
球
コ
ー
ナ
ー
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
を
使
用
す
る

場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
、
卓
球
コ
ー
ナ
ー
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
を
使
用
す
る

場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

９
 
前
各
項
に
掲
げ
る
体
育
館
を
除
く
体
育
館
使
用
料
 
（
略
）
 

９
 
前
各
項
に
掲
げ
る
体
育
館
を
除
く
体
育
館
使
用
料
 
（
略
）
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鳥
取
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
３
年
条
例
第
４
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
１
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

昭
和
５
３
年
４
月
１
日
 

昭
和
５
３
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
４
号
 

鳥
取
市
条
例
第
４
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
１
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
１
条
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

１
 
宿
泊
料
及
び
食
事
料
 

１
 
宿
泊
料
及
び
食
事
料
 

使
用
料
区
分
 

使
用
者
区
分
 

宿
泊
料
 

食
事
料
 

和
室
 

和
洋
室
 

洋
室
 
朝
食
73
0円
、
昼
食
1,

05
0円
、
夕
食
1,
68
 

0円
を
限
度
と
し
て

教
育
委
員
会
が
定
め

る
額
 

大
人
 

2,
64
0円

2,
53
0円

2,
42
0円

中
学
生
 

2,
09
0円

1,
98
0円

1,
87
0円

小
学
生
 

1,
87
0円

1,
76
0円

1,
65
0円

幼
児
 ３
歳
以

上
 

88
0円

77
0円

66
0円

３
歳
未

満
 

無
料
 

備
考
 

１
 
鳥
取
市
の
小
・
中
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
１

人
に
つ
き
１
泊
41
0円
を
限
度
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
 

２
 
前
項
以
外
の
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
地
域
の
子
ど
も

会
等
の
社
会
教
育
関
係
団
体
が
集
団
宿
泊
研
修
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
宿
泊

料
は
、
１
人
に
つ
き
１
泊
1,
15
0円
を
限
度
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
 

 

使
用
料
区
分

使
用
者
区
分
 

宿
泊
料
 

食
事
料
 

和
室
 

和
洋
室
 

洋
室
 
朝
食
72
0円
、
昼
食
1,

03
0円
、
夕
食
1,
65
 

0円
を
限
度
と
し
て

教
育
委
員
会
が
定
め

る
額
 

大
人
 

2,
59
0円

2,
48
0円
 

2,
37
0円

中
学
生
 

2,
05
0円

1,
94
0円
 

1,
83
0円

小
学
生
 

1,
83
0円

1,
72
0円
 

1,
62
0円

幼
児
 ３
歳
以

上
 

86
0円

75
0円
 

64
0円

３
歳
未

満
 

無
料
 

備
考
 

１
 
鳥
取
市
の
小
・
中
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
１

人
に
つ
き
１
泊
41
0円
を
限
度
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
 

２
 
前
項
以
外
の
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
地
域
の
子
ど
も

会
等
の
社
会
教
育
関
係
団
体
が
集
団
宿
泊
研
修
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
宿
泊

料
は
、
１
人
に
つ
き
１
泊
1,
13
0円
を
限
度
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
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２
 
休
憩
料
 

２
 
休
憩
料
 

区
分
 

休
憩
料
（
休
憩
１
回
に
つ
き
）
 

大
人
 

66
0円

中
学
生
 

44
0円

小
学
生
 

22
0円

幼
児
 

無
料
 

 

区
分
 

休
憩
料
（
休
憩
１
回
に
つ
き
）
 

大
人
 

64
0円

中
学
生
 

43
0円

小
学
生
 

21
0円

幼
児
 

無
料
 

 

備
考
 
１
回
の
休
憩
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

備
考
 
１
回
の
休
憩
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

３
 
研
修
室
使
用
料
 

３
 
研
修
室
使
用
料
 

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 
午
後
６
時
～
午
後
１
０
時
 

研
修
室
 

5,
50
0円
 

5,
50
0円

 
 
 
 

 
 
１
時
間
を
単
位
と

し
て
使
用
す
る
場

合
 

１
時
間
に
つ
き
82
0円
 

１
時
間
に
つ
き
1,
37
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
午
後
５
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
の
間
に
１
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
82
0円
と
す
る
。
 

３
 
小
・
中
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
地
域
の
子
ど
も
会
等
の

社
会
教
育
関
係
団
体
が
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 
午
後
６
時
～
午
後
１
０
時
 

研
修
室
 

5,
40
0円
 

5,
40
0円

 
 
 
 

 
 
１
時
間
を
単
位
と

し
て
使
用
す
る
場

合
 

１
時
間
に
つ
き
81
0円
 

１
時
間
に
つ
き
1,
35
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
午
後
５
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
の
間
に
１
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
81
0円
と
す
る
。
 

３
 
小
・
中
学
校
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
地
域
の
子
ど
も
会
等
の

社
会
教
育
関
係
団
体
が
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

４
 
自
転
車
使
用
料
 

４
 
自
転
車
使
用
料
 

区
分
 

使
用
料
（
１
台
に
つ
き
）
 

大
人
 

33
0円

区
分
 

使
用
料
（
１
台
に
つ
き
）
 

大
人
 

32
0円
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中
学
生
 

22
0円

小
学
生
 

11
0円

幼
児
 

50
円

備
考
 

１
 
１
回
の
使
用
時
間
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

２
 
４
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
１
時
間
（
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
）

を
増
す
ご
と
に
50
円
を
加
算
す
る
。
 

３
 
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と

す
る
。
 

 

中
学
生
 

21
0円

小
学
生
 

10
0円

幼
児
 

50
円

備
考
 

１
 
１
回
の
使
用
時
間
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

２
 
４
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
１
時
間
（
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
）

を
増
す
ご
と
に
50
円
を
加
算
す
る
。
 

３
 
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
が
学
校
行
事
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と

す
る
。
 

 

５
（
略
）
 

５
（
略
）
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鳥
取
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
３
年
条
例
第
３
０
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
２
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

昭
和
５
３
年
１
０
月
６
日
 

昭
和
５
３
年
１
０
月
６
日
 

鳥
取
市
条
例
第
３
０
号
 

鳥
取
市
条
例
第
３
０
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
２
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
２
条
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
５
条
関
係
）
 

鳥
取
市
立
美
穂
会
館
会
議
室
等
使
用
料
 

鳥
取
市
立
美
穂
会
館
会
議
室
等
使
用
料
 

区
分
 
午
前
９
時

～
午
後
１

時
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６
時

～
午
後
９

時
 

１
時
間
を
単
位
と
し
て

使
用
す
る
場
合
 

午
前
９
時

～
午
後
６

時
 

午
後
６
時
～

午
後
９
時
 

大
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
10
0円

1,
10
0円

2,
20
0円
 
1,
65
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

小
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
10
0円

1,
10
0円

1,
65
0円
 
1,
65
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

農
業
研
修

室
 

1,
10
0円

1,
10
0円

2,
20
0円
 
1,
65
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

生
活
研
修

1,
10
0円

1,
10
0円

1,
98
0円
 
1,
65
0円
１
時
間
に
１
時
間
に
つ

区
分
 
午
前
９
時

～
午
後
１

時
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６
時

～
午
後
９

時
 

１
時
間
を
単
位
と
し
て

使
用
す
る
場
合
 

午
前
９
時

～
午
後
６

時
 

午
後
６
時
～

午
後
９
時
 

大
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
08
0円
 
1,
08
0円

2,
16
0円
 
1,
62
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

小
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
08
0円
 
1,
08
0円

1,
62
0円
 
1,
62
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

農
業
研
修

室
 

1,
08
0円
 
1,
08
0円

2,
16
0円
 
1,
62
0円
１
時
間
に

つ
き
 
27
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

生
活
研
修

1,
08
0円
 
1,
08
0円

1,
94
0円
 
1,
62
0円
１
時
間
に
１
時
間
に
つ
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室
（
和
室
）  

つ
き
 
27
0

円
 

き
 
55
0円
 

料
理
実
習

室
 

1,
65
0円

1,
65
0円

3,
30
0円
 
2,
20
0円
１
時
間
に

つ
き
 
41
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
73
0円
 

多
目
的
ホ

ー
ル
 

1,
10
0円

1,
65
0円

2,
75
0円
 
2,
20
0円
１
時
間
に

つ
き
 
41
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
73
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以

下
「
基
本
使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
５
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用
料
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
多
目
的
ホ
ー
ル
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
27
5円
で
計
算
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

室
（
和
室
）

つ
き
 
27
0

円
 

き
 
54
0円
 

料
理
実
習

室
 

1,
62
0円
 
1,
62
0円

3,
24
0円
 
2,
16
0円
１
時
間
に

つ
き
 
41
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
72
0円
 

多
目
的
ホ

ー
ル
 

1,
08
0円
 
1,
62
0円

2,
70
0円
 
2,
16
0円
１
時
間
に

つ
き
 
41
0

円
 

１
時
間
に
つ

き
 
72
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以

下
「
基
本
使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
５
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用
料
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
多
目
的
ホ
ー
ル
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
27
0円
で
計
算
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
（
略
）
 

別
表
第
２
（
略
）
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鳥
取
市
東
部
研
修
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
７
年
条
例
第
３
０
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
３
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
東
部
研
修
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
東
部
研
修
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

昭
和
５
７
年
９
月
２
９
日
 

昭
和
５
７
年
９
月
２
９
日
 

鳥
取
市
条
例
第
３
０
号
 

鳥
取
市
条
例
第
３
０
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
３
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
３
条
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

区
分
 
午
前
９
時

～
午
後
１

時
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６

時
～
午

後
９
時
 

１
時
間
を
単
位
と
し
て
使

用
す
る
場
合
 

午
前
９
時
～

午
後
６
時
 

午
後
６
時
～

午
後
９
時
 

大
研
修
室

（
和
室
）
 

1,
10
0円

1,
10
0円

2,
20
0円
1,
65
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

大
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
10
0円

1,
10
0円

2,
20
0円
1,
65
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

小
会
議
室
 
1,
10
0円

1,
10
0円

1,
65
0円
1,
65
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
55
0円
 

料
理
実
習

室
 

1,
65
0円

1,
65
0円

3,
30
0円
2,
20
0円
１
時
間
に
つ

き
 
41
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
73
0円
 

体
育
館
 

1,
10
0円

1,
65
0円

2,
75
0円
2,
20
0円
１
時
間
に
つ

き
 
41
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
73
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

区
分
 
午
前
９
時

～
午
後
１

時
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６

時
～
午

後
９
時
 

１
時
間
を
単
位
と
し
て
使

用
す
る
場
合
 

午
前
９
時
～

午
後
６
時
 

午
後
６
時
～

午
後
９
時
 

大
研
修
室

（
和
室
）
 

1,
08
0円

1,
08
0円
 
2,
16
0円
1,
62
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

大
会
議
室

（
和
室
）
 

1,
08
0円

1,
08
0円
 
2,
16
0円
1,
62
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

小
会
議
室
 
1,
08
0円

1,
08
0円
 
1,
62
0円
1,
62
0円
１
時
間
に
つ

き
 
27
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
54
0円
 

料
理
実
習

室
 

1,
62
0円

1,
62
0円
 
3,
24
0円
2,
16
0円
１
時
間
に
つ

き
 
41
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
72
0円
 

体
育
館
 

1,
08
0円

1,
62
0円
 
2,
70
0円
2,
16
0円
１
時
間
に
つ

き
 
41
0円
 

１
時
間
に
つ

き
 
72
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
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２
 
営
利
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以

下
「
基
本
使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
５
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用
料
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
体
育
館
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
27
5円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

２
 
営
利
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以

下
「
基
本
使
用
料
」
と
い
う
。
）
の
５
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
は
、
基
本
使
用
料
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
体
育
館
の
照
明
設
備
の
使
用
料
は
、
１
時
間
に
つ
き
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
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鳥
取
市
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
５
９
年
条
例
第
２
２
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
４
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
鳥
取
市
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
昭
和
５
９
年
１
０
月
１
日
 

昭
和
５
９
年
１
０
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
２
２
号
 

鳥
取
市
条
例
第
２
２
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
７
条
ま
で
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
７
条
ま
で
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）
 

１
 
鳥
取
市
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
利
用
料
金
 

１
 
鳥
取
市
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
利
用
料
金
 

（
１
）
 
専
用
利
用
 

（
１
）
 
専
用
利
用
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

体 育 館
 競
技

場
 

全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

体 育 館
 競
技

場
 

全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
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武
道
館
 
全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
体
育
館
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定

め
る
額
の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
体
育
館
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用

の
場
合
に
あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

４
 
武
道
館
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
27
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
13
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

５
 
体
育
館
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に

定
め
る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

武
道
館
 
全
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中

学
生
、
高
齢

者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
体
育
館
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定

め
る
額
の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
体
育
館
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用

の
場
合
に
あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し

て
得
た
額
と
す
る
。
 

４
 
武
道
館
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
27
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
13
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

５
 
体
育
館
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に

定
め
る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
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８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

 

８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

 

（
２
）
 
個
人
利
用
（
略
）
 

（
２
）
 
個
人
利
用
（
略
）
 

２
 
鳥
取
市
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
船
類
利
用
料
金
（
略
）
 

２
 
鳥
取
市
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
船
類
利
用
料
金
（
略
）
 

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）
 

１
 
鳥
取
市
佐
治
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
利
用
料
金
 

１
 
鳥
取
市
佐
治
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館
等
利
用
料
金
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
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の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る

額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

の
９
割
の
額
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る

額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

２
 
鳥
取
市
佐
治
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
・
鳥
取
市
気
高
町
B＆
G海
洋
セ

ン
タ
ー
プ
ー
ル
・
鳥
取
市
鹿
野
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
利
用
料
金
(略
) 

２
 
鳥
取
市
佐
治
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
・
鳥
取
市
気
高
町
B＆
G海
洋
セ

ン
タ
ー
プ
ー
ル
・
鳥
取
市
鹿
野
町
B＆
G海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
利
用
料
金
(略
) 
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鳥
取
市
営
サ
ッ
カ
ー
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
５
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
営
サ
ッ
カ
ー
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
営
サ
ッ
カ
ー
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
７
年
３
月
２
９
日
 

平
成
７
年
３
月
２
９
日
 

鳥
取
市
条
例
第
３
号
 

鳥
取
市
条
例
第
３
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
８
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
８
条
（
略
）
 

別
表
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
（
第
７
条
関
係
）
 

１
 
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
利
用
料
金
（
略
）
 

１
 
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
利
用
料
金
（
略
）
 

２
 
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
夜
間
照
明
灯
利
用
料
金
 

２
 
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
夜
間
照
明
灯
利
用
料
金
 

区
分
 

利
用
料
金
（
３
０
分
に
つ
き
）
 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
 

７
５
０
W 

10
,1
20
円

５
０
０
W 

8,
20
0円

２
０
０
W 

2,
70
0円

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
 １
,５
０
０
W 

33
,0
00
円

１
,０
０
０
W 

29
,7
00
円

７
５
０
W 

28
,0
00
円

５
０
０
W 

26
,4
00
円

２
０
０
W 

8,
80
0円

備
考
 
３
０
分
未
満
は
、
３
０
分
と
す
る
。
 

 

区
分
 

利
用
料
金
（
３
０
分
に
つ
き
）
 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
 

７
５
０
W 

9,
90
0円
 

５
０
０
W 

8,
10
0円
 

２
０
０
W 

2,
70
0円
 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
 １
,５
０
０
W 

32
,4
00
円
 

１
,０
０
０
W 

29
,1
00
円
 

７
５
０
W 

27
,5
00
円
 

５
０
０
W 

25
,9
00
円
 

２
０
０
W 

8,
60
0円
 

備
考
 
３
０
分
未
満
は
、
３
０
分
と
す
る
。
 

 

第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
（
略
）
 

第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
（
略
）
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鳥
取
市
立
武
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
２
年
条
例
第
３
２
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
６
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
立
武
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
立
武
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
２
年
６
月
１
３
日
 

平
成
１
２
年
６
月
１
３
日
 

鳥
取
市
条
例
第
３
２
号
 

鳥
取
市
条
例
第
３
２
号
 

第
１
条
 
～
 
第
２
１
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
２
１
条
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
１
７
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
１
７
条
関
係
）
 

鳥
取
市
武
道
館
利
用
料
金
 

鳥
取
市
武
道
館
利
用
料
金
 

区
分
 

利
用
料
金
 

柔
剣
道
場
 専
用

利
用
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
1,
37
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
68
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
68
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
34
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

４
分
の

１
面
 

一
般
 

１
時
間
に
つ
き
34
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
17
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

個
人
一
般
 

１
回
に
つ
き
15
0円
 

区
分
 

利
用
料
金
 

柔
剣
道
場
 専
用

利
用
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
1,
35
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
67
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
67
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
33
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

４
分
の

１
面
 

一
般
 

１
時
間
に
つ
き
33
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、

高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
16
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

個
人
一
般
 

１
回
に
つ
き
15
0円
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利
用
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
1,
50
0円
 

１
月
に
つ
き
1,
60
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
回
に
つ
き
70
円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
70
0円
 

１
月
に
つ
き
80
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

補
助
道
場
 専
用

利
用
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
42
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
時
間
に
つ
き
21
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

個
人

利
用
 一
般
 

１
回
に
つ
き
15
0円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
1,
50
0円
 

１
月
に
つ
き
1,
60
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
回
に
つ
き
70
円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
70
0円
 

１
月
に
つ
き
80
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

会
議
室
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 
１
時
間
に
つ
き
15
0円
 

午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 
１
時
間
に
つ
き
30
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
柔
剣
道
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場

合
に
あ
っ
て
は
27
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
13
0円
、
４
分
の
１
面

利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
60
円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 
会
議
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額

利
用
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
1,
50
0円
 

１
月
に
つ
き
1,
60
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
回
に
つ
き
70
円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
70
0円
 

１
月
に
つ
き
80
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

補
助
道
場
 専
用

利
用
 一
般
 

１
時
間
に
つ
き
42
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
時
間
に
つ
き
21
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

個
人

利
用
 一
般
 

１
回
に
つ
き
15
0円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
1,
50
0円
 

１
月
に
つ
き
1,
60
0円
 

小
学
生
、
中
学
生
、
高
齢
者
１
回
に
つ
き
70
円
 

回
数
券
（
１
１
回
分
）
70
0円
 

１
月
に
つ
き
80
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

会
議
室
 

午
前
９
時
～
午
後
５
時
 
１
時
間
に
つ
き
15
0円
 

午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 
１
時
間
に
つ
き
30
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
柔
剣
道
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場

合
に
あ
っ
て
は
27
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
13
0円
、
４
分
の
１
面

利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
60
円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 
会
議
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額
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（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
額
）
と
す
る
。
 

４
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

５
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証

の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

６
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年

法
律
第
１
７
８
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
祝
日
及
び
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が
個
人

で
柔
剣
道
場
又
は
補
助
道
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
額
）
と
す
る
。
 

４
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

５
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証

の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

６
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年

法
律
第
１
７
８
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
祝
日
及
び
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が
個
人

で
柔
剣
道
場
又
は
補
助
道
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
及
び
別
表
第
３
（
略
）
 

別
表
第
２
及
び
別
表
第
３
（
略
）
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鳥
取
市
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
１
２
０
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
７
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例

 
○
鳥
取
市
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例

 
平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
２
０
号
 

鳥
取
市
条
例
第
１
２
０
号
 

第
１
条
 
～
第
１
７
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
第
１
７
条
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）
 

鳥
取
市
気
高
町
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
 

鳥
取
市
気
高
町
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
使
用
料
  
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正

午
 

正
午
～
午
後
５

時
 

午
後
５
時
～
午

後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

36
0円
 １
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

90
円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正

午
 

正
午
～
午
後
５

時
 

午
後
５
時
～
午

後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

36
0円
 １
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

90
円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
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研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き

30
0円
 １
時
間
に
つ
き

30
0円

１
時
間
に
つ
き
 

60
0円
 

健
康
管
理
室
 

１
時
間
に
つ
き

15
0円
 １
時
間
に
つ
き

15
0円

１
時
間
に
つ
き
 

30
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
研
修
室
及
び
健
康
管
理
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め

る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き

30
0円
 １
時
間
に
つ
き

30
0円

１
時
間
に
つ
き
 

60
0円
 

健
康
管
理
室
 

１
時
間
に
つ
き

15
0円
 １
時
間
に
つ
き

15
0円

１
時
間
に
つ
き
 

30
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
研
修
室
及
び
健
康
管
理
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め

る
額
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

８
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
要

介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認
定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
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９
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年

法
律
第
１
７
８
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
祝
日
及
び
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が
個
人

で
競
技
場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

９
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年

法
律
第
１
７
８
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
祝
日
及
び
第
３
条
に
規
定
す
る
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が
個
人

で
競
技
場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
７
条
関
係
）
 

鳥
取
市
鹿
野
町
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
 

鳥
取
市
鹿
野
町
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
使
用
料
  
 

１
 
競
技
場
・
和
研
修
室
・
洋
研
修
室
・
会
議
室
・
生
活
改
善
室
 

１
 
競
技
場
・
和
研
修
室
・
洋
研
修
室
・
会
議
室
・
生
活
改
善
室
 

時
間

区
分
 

午
前
８
時
３
０
分
～
午

後
５
時
 

午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円

障
害
者
等
 

無
料

無
料

和
研
修
室
（
全
部
）
 

１
時
間
に
つ
き
50
0円

１
時
間
に
つ
き
1,
00
0円

和
研
修
室
（
一
部
）
 

１
時
間
に
つ
き
25
0円

１
時
間
に
つ
き
50
0円

洋
研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き
50
0円

１
時
間
に
つ
き
1,
00
0円

会
議
室
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円

生
活
改
善
室
 

１
時
間
に
つ
き
30
0円

１
時
間
に
つ
き
60
0円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

時
間

区
分
 

午
前
８
時
３
０
分
～
午

後
５
時
 

午
後
５
時
～
午
後
１
０
時
 

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
40
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
20
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き
10
0円

１
時
間
に
つ
き
10
0円
 

障
害
者
等
 

無
料

無
料
 

和
研
修
室
（
全
部
）
 

１
時
間
に
つ
き
50
0円

１
時
間
に
つ
き
1,
00
0円
 

和
研
修
室
（
一
部
）
 

１
時
間
に
つ
き
25
0円

１
時
間
に
つ
き
50
0円
 

洋
研
修
室
 

１
時
間
に
つ
き
50
0円

１
時
間
に
つ
き
1,
00
0円
 

会
議
室
 

１
時
間
に
つ
き
20
0円

１
時
間
に
つ
き
40
0円
 

生
活
改
善
室
 

１
時
間
に
つ
き
30
0円

１
時
間
に
つ
き
60
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
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２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
和
研
修
室
、
洋
研
修
室
、
会
議
室
及
び
生
活
改
善
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用

料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

２
 
競
技
場
を
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額

の
９
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
競
技
場
の
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合

に
あ
っ
て
は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た

額
と
す
る
。
 

４
 
和
研
修
室
、
洋
研
修
室
、
会
議
室
及
び
生
活
改
善
室
の
冷
暖
房
設
備
の
利
用

料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
の
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

５
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

６
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

７
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

８
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
競
技
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

２
 
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
（
略
）
 

２
 
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
（
略
）
 

別
表
第
３
（
第
７
条
関
係
 ）
 

別
表
第
３
（
第
７
条
関
係
 ）
 

鳥
取
市
青
谷
町
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
 

鳥
取
市
青
谷
町
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
使
用
料
  
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正

午
 

正
午
～
午
後
５

時
 

午
後
５
時
～
午

後
１
０
時
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時
～
正

午
 

正
午
～
午
後
５

時
 

午
後
５
時
～
午

後
１
０
時
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競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

36
0円
 １
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

90
円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て

は
55
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

４
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

競
技
場
 全
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

36
0円
 １
時
間
に
つ
き

40
0円

１
時
間
に
つ
き
 

44
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

半
面
 
一
般
 

１
時
間
に
つ
き

18
0円
 １
時
間
に
つ
き

20
0円

１
時
間
に
つ
き
 

22
0円
 

小
学
生
、
中
学

生
、
高
齢
者
 

１
時
間
に
つ
き

90
円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

11
0円
 

障
害
者
等
 

無
料
 

無
料

無
料
 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 

１
時
間
に
つ
き

10
0円
 １
時
間
に
つ
き

10
0円

１
時
間
に
つ
き
 

10
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
連
続
し
て
３
時
間
以
上
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
９
割
の

額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。
 

３
 
照
明
設
備
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
全
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て

は
54
0円
、
半
面
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
27
0円
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

４
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

５
 
「
高
齢
者
」
と
は
、
６
５
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 

６
 
「
障
害
者
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
特

定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
医
療
受
給
者
証
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
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証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
 

 

証
の
所
持
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

（
２
）
 
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
認

定
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
付
添
人
 

７
 
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
に
小
学
生
又
は
中
学
生
（
市
民
に
限
る
。
）
が

個
人
で
利
用
す
る
場
合
は
、
無
料
と
す
る
。
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鳥
取
市
さ
じ
ア
ス
ト
ロ
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
１
４
４
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
８
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
さ
じ
ア
ス
ト
ロ
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
鳥
取
市
さ
じ
ア
ス
ト
ロ
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
４
号
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
４
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
７
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
７
条
（
略
）
 

別
表
第
１
（
略
）
 

別
表
第
１
（
略
）
 

別
表
第
２
（
第
４
条
、
第
６
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
４
条
、
第
６
条
関
係
）
 

区
分
 

使
用
料（
１
泊
に
つ
き
）

天
体
宿
泊

施
設
 

セ
レ
ス
観
測
所
、

ジ
ュ
ノ
ー
観
測

所
、
ア
ス
ト
ラ
エ

ア
観
測
所
 

共
有
部
分
（
居
間
・
台
所
・
風

呂
・
便
所
等
）
 

16
,5
00
円

和
室
１
 

4,
60
0円

和
室
２
 

4,
60
0円

天
体
観
測
室
 

4,
60
0円

パ
ラ
ス
観
測
所
 
共
有
部
分
（
居
間
・
台
所
・
風

呂
・
便
所
等
）
 

16
,5
00
円

和
室
１
 

4,
60
0円

和
室
２
 

4,
60
0円

洋
室
 

4,
60
0円

天
体
観
測
室
 

4,
60
0円

備
考
 

１
 
観
測
所
を
使
用
す
る
者
は
、
共
有
部
分
、
和
室
１
、
和
室
２
及
び
天
体
観
測

区
分
 

使
用
料（
１
泊
に
つ
き
）

天
体
宿
泊

施
設
 

セ
レ
ス
観
測
所
、

ジ
ュ
ノ
ー
観
測

所
、
ア
ス
ト
ラ
エ

ア
観
測
所
 

共
有
部
分
（
居
間
・
台
所
・
風

呂
・
便
所
等
）
 

16
,3
00
円

和
室
１
 

4,
50
0円

和
室
２
 

4,
50
0円

天
体
観
測
室
 

4,
50
0円

パ
ラ
ス
観
測
所
 
共
有
部
分
（
居
間
・
台
所
・
風

呂
・
便
所
等
）
 

16
,3
00
円

和
室
１
 

4,
50
0円

和
室
２
 

4,
50
0円

洋
室
 

4,
50
0円

天
体
観
測
室
 

4,
50
0円

備
考
 

１
 
観
測
所
を
使
用
す
る
者
は
、
共
有
部
分
、
和
室
１
、
和
室
２
及
び
天
体
観
測
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室
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
の
使
用
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
観
測
所
を
３
名
以
下
で
使
用
す
る
場
合
 
和
室
１
又
は
和
室
２
の
い

ず
れ
か
１
室
 

（
２
）
 
天
候
、
機
器
の
不
具
合
等
に
よ
り
天
体
観
測
室
が
使
用
で
き
な
い
場

合
 
天
体
観
測
室
 

２
 
使
用
料
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
部
分
の
使
用
料
の
額
を
合
計
し

た
額
と
し
、
別
に
洋
室
を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
額
に
洋
室
の
使
用
料
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。
 

 

室
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
部
分
の
使
用
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 
観
測
所
を
３
名
以
下
で
使
用
す
る
場
合
 
和
室
１
又
は
和
室
２
の
い

ず
れ
か
１
室
 

（
２
）
 
天
候
、
機
器
の
不
具
合
等
に
よ
り
天
体
観
測
室
が
使
用
で
き
な
い
場

合
 
天
体
観
測
室
 

２
 
使
用
料
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
部
分
の
使
用
料
の
額
を
合
計
し

た
額
と
し
、
別
に
洋
室
を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
額
に
洋
室
の
使
用
料
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。
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鳥
取
市
国
府
町
土
地
区
画
整
理
記
念
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
１
４
６
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
４
９
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
国
府
町
土
地
区
画
整
理
記
念
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
国
府
町
土
地
区
画
整
理
記
念
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
６
号
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
６
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

区
分
 
午
前
８
時
３

０
分
～
午
後

５
時
 

午
前
８
時
３

０
分
～
正
午
 

正
午
～
午
後

５
時
 

午
後
５
時
～

午
後
１
０
時
 １
時
間
を
単

位
と
し
て
使

用
す
る
場
合
 

大
会
議
室
 

5,
50
0円

2,
75
0円

3,
30
0円

3,
85
0円
１
時
間
に
つ

き
1,
10
0円
 

上
記
以
外
の

室
 

3,
30
0円

1,
65
0円

2,
20
0円

2,
75
0円
１
時
間
に
つ

き
77
0円
 

 

区
分
 
午
前
８
時
３

０
分
～
午
後

５
時
 

午
前
８
時
３

０
分
～
正
午
 

正
午
～
午
後

５
時
 

午
後
５
時
～

午
後
１
０
時
 １
時
間
を
単

位
と
し
て
使

用
す
る
場
合
 

大
会
議
室
 

5,
40
0円

2,
70
0円

3,
24
0円

3,
78
0円
 １
時
間
に
つ

き
1,
08
0円
 

上
記
以
外
の

室
 

3,
24
0円

1,
62
0円

2,
16
0円

2,
70
0円
 １
時
間
に
つ

き
75
0円
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鳥
取
市
佐
治
町
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
１
４
８
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
５
０
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
佐
治
町
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
佐
治
町
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
８
号
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
８
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

鳥
取
市
佐
治
町
こ
ぶ
し
会
館
 

鳥
取
市
佐
治
町
こ
ぶ
し
会
館
 

区
分
 

金
額
 

研
修
室
 

市
民
 

１
回
１
室
に
つ
き
96
0円

上
記
以
外
 

１
回
１
室
に
つ
き
1,
39
0円

備
考
 
１
回
の
使
用
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

 

区
分
 

金
額
 

研
修
室
 

市
民
 

１
回
１
室
に
つ
き
95
0円

上
記
以
外
 

１
回
１
室
に
つ
き
1,
37
0円

備
考
 
１
回
の
使
用
は
、
４
時
間
以
内
と
す
る
。
 

 

 

46



 

鳥
取
市
気
高
町
ロ
ッ
ジ
緑
の
郷
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
１
４
９
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
５
１
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
気
高
町
ロ
ッ
ジ
緑
の
郷
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
気
高
町
ロ
ッ
ジ
緑
の
郷
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

平
成
１
６
年
９
月
３
０
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
９
号
 

鳥
取
市
条
例
第
１
４
９
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

１
 
休
憩
料
（
２
階
部
分
の
緑
の
郷
を
使
用
す
る
も
の
）
 

１
 
休
憩
料
（
２
階
部
分
の
緑
の
郷
を
使
用
す
る
も
の
）
 

区
分
 

３
時
間
以
内
 

６
時
間
以
内
 

６
時
間
を
超
え
る
と
き
 

一
般
 

団
体
 

一
般
 

団
体
 

大
人
 

22
0円

16
5円

44
0円
 

33
0円

1,
10
0円

小
学
生
 

11
0円

55
円

22
0円
 

11
0円

77
0円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
団
体
と
は
、
２
０
人
以
上
と
す
る
。
 

 

区
分
 

３
時
間
以
内
 

６
時
間
以
内
 

６
時
間
を
超
え
る
と
き
 

一
般
 

団
体
 

一
般
 

団
体
 

大
人
 

21
6円
 

16
2円

43
2円
 

32
4円

1,
08
0円

小
学
生
 

10
8円
 

54
円

21
6円
 

10
8円

75
6円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
団
体
と
は
、
２
０
人
以
上
と
す
る
。
 

 

２
 
貸
室
料
 

２
 
貸
室
料
 

区
分
 

３
時
間
以
内
 

６
時
間
以
内
 
６
時
間
を
超
え
る
と
き

（
６
時
間
を
超
え
る
時

間
１
時
間
に
つ
き
）
 

８
畳
 

1,
10
0円
 

1,
65
0円

22
0円

６
畳
 

77
0円
 

1,
10
0円

16
5円

備
考
 

区
分
 

３
時
間
以
内
 

６
時
間
以
内
 
６
時
間
を
超
え
る
と
き

（
６
時
間
を
超
え
る
時

間
１
時
間
に
つ
き
）
 

８
畳
 

1,
08
0円

1,
62
0円

21
6円

６
畳
 

75
6円

1,
08
0円

16
2円

備
考
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１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
増
の

額
と
す
る
。
 

 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、こ
の
表
に
定
め
る
額
の
５
割
増
の

額
と
す
る
。
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鳥
取
市
さ
じ
コ
ス
モ
ス
の
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第
２
１
５
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
５
２
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
さ
じ
コ
ス
モ
ス
の
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
さ
じ
コ
ス
モ
ス
の
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
６
年
１
０
月
１
９
日
 

平
成
１
６
年
１
０
月
１
９
日
 

鳥
取
市
条
例
第
２
１
５
号
 

鳥
取
市
条
例
第
２
１
５
号
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
１
５
条
（
略
）
 

別
表
（
第
７
条
関
係
）
 

別
表
（
第
７
条
関
係
）
 

１
 
宿
泊
料
 

１
 
宿
泊
料
 

区
分
 

金
額
（
１
人
１
泊
に
つ
き
）
 

１
人
利
用
の
場
合
 ２
人
利
用
の
場
合
 ３
人
以
上
利
用

の
場
合
 

本
館
和
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

5,
70
0円

5,
30
0円

5,
00
0円

本
館
洋
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

7,
20
0円

6,
70
0円
 

別
館
和
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

6,
70
0円

6,
20
0円

5,
70
0円

備
考
 

１
 
小
学
生
が
利
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
か
ら
20
0円
を

減
じ
た
額
と
す
る
。
 

２
 
小
学
生
未
満
の
者
が
利
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
１
人
１
泊
に
つ
き
2,
00
0

円
と
す
る
。
 

３
 
金
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律（
昭
和
２
３
年
法
律

区
分
 

金
額
（
１
人
１
泊
に
つ
き
）
 

１
人
利
用
の
場
合
 ２
人
利
用
の
場
合
 ３
人
以
上
利
用

の
場
合
 

本
館
和
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

5,
60
0円

5,
20
0円

4,
90
0円

本
館
洋
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

7,
10
0円

6,
50
0円
 

別
館
和
室
 大
人
（
中
学
生
以

上
）
 

6,
50
0円

6,
10
0円

5,
60
0円

備
考
 

１
 
小
学
生
が
利
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
か
ら
20
0円
を

減
じ
た
額
と
す
る
。
 

２
 
小
学
生
未
満
の
者
が
利
用
す
る
場
合
の
宿
泊
料
は
、
１
人
１
泊
に
つ
き
2,
00
0

円
と
す
る
。
 

３
 
金
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律（
昭
和
２
３
年
法
律
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第
１
７
８
号
）に
規
定
す
る
休
日
の
前
日
並
び
に
７
月
２
０
日
か
ら
８
月
１
１
日

ま
で
及
び
８
月
１
７
日
か
ら
８
月
３
１
日
ま
で
の
日
に
宿
泊
す
る
場
合（
次
項
に

定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
50
0円
を
加
算
す
る
。
 

４
 
４
月
２
９
日
か
ら
５
月
５
日
ま
で
、
８
月
１
２
日
か
ら
８
月
１
６
日
ま
で
、
１

２
月
３
０
日
、１
２
月
３
１
日
及
び
翌
年
の
１
月
１
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
の
日

に
宿
泊
す
る
場
合
は
、
1,
00
0円
を
加
算
す
る
。
 

５
 
団
体
で
利
用
す
る
場
合
（
１
５
人
以
上
で
利
用
す
る
場
合
）
の
宿
泊
料
は
、
１

室
４
人
以
上
の
利
用
の
場
合
に
限
り
、
１
人
１
泊
に
つ
き
4,
60
0円
と
す
る
。
 

６
 
小
学
生
、
中
学
生
又
は
高
校
生
が
団
体
で
利
用
す
る
場
合
（
１
５
人
以
上
で
利

用
す
る
場
合
）
の
宿
泊
料
金
は
、
１
室
４
人
以
上
の
利
用
の
場
合
に
限
り
、
１
人

１
泊
に
つ
き
4,
00
0円
と
す
る
。
 

７
 
宿
泊
者
の
利
用
時
間
は
、
午
後
４
時
か
ら
翌
日
の
午
前
１
０
時
ま
で
と
す
る
。

 

第
１
７
８
号
）に
規
定
す
る
休
日
の
前
日
並
び
に
７
月
２
０
日
か
ら
８
月
１
１
日

ま
で
及
び
８
月
１
７
日
か
ら
８
月
３
１
日
ま
で
の
日
に
宿
泊
す
る
場
合（
次
項
に

定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
50
0円
を
加
算
す
る
。
 

４
 
４
月
２
９
日
か
ら
５
月
５
日
ま
で
、
８
月
１
２
日
か
ら
８
月
１
６
日
ま
で
、
１

２
月
３
０
日
、１
２
月
３
１
日
及
び
翌
年
の
１
月
１
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
の
日

に
宿
泊
す
る
場
合
は
、
1,
00
0円
を
加
算
す
る
。
 

５
 
団
体
で
利
用
す
る
場
合
（
１
５
人
以
上
で
利
用
す
る
場
合
）
の
宿
泊
料
は
、
１

室
４
人
以
上
の
利
用
の
場
合
に
限
り
、
１
人
１
泊
に
つ
き
4,
50
0円
と
す
る
。
 

６
 
小
学
生
、
中
学
生
又
は
高
校
生
が
団
体
で
利
用
す
る
場
合
（
１
５
人
以
上
で
利

用
す
る
場
合
）
の
宿
泊
料
金
は
、
１
室
４
人
以
上
の
利
用
の
場
合
に
限
り
、
１
人

１
泊
に
つ
き
3,
90
0円
と
す
る
。
 

７
 
宿
泊
者
の
利
用
時
間
は
、
午
後
４
時
か
ら
翌
日
の
午
前
１
０
時
ま
で
と
す
る
。

 

第
２
項
（
略
）
 

第
２
項
（
略
）
 

３
 
木
工
体
験
施
設
利
用
料
 

３
 
木
工
体
験
施
設
利
用
料
 

区
分
 

金
額
 

木
工
体
験
施
設
 

１
時
間
に
つ
き
2,
20
0円

備
考
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

 

区
分
 

金
額
 

木
工
体
験
施
設
 

１
時
間
に
つ
き
2,
10
0円

備
考
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

 

 

50



 

 鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表
 
第
５
３
条
関
係
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

○
鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
１
８
年
３
月
２
７
日
 

平
成
１
８
年
３
月
２
７
日
 

鳥
取
市
条
例
第
３
号
 

鳥
取
市
条
例
第
３
号
 

第
１
条
 
～
 
第
２
２
条
（
略
）
 

第
１
条
 
～
 
第
２
２
条
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
１
１
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
１
１
条
関
係
）
 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
 

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
 

区
分
 

金
額
 

会
議
室
１
 

１
時
間
に
つ
き
39
0円

会
議
室
２
 

１
時
間
に
つ
き
41
0円

会
議
室
３
 

１
時
間
に
つ
き
35
0円

大
会
議
室
 

１
時
間
に
つ
き
1,
87
0円

託
児
室
 

１
時
間
に
つ
き
30
0円

展
示
ホ
ー
ル
 

１
時
間
に
つ
き
2,
05
0円

文
化
活
動
ブ
ー
ス
 

１
月
に
つ
き
10
,0
00
円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
基
本
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
１
０
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
展
示
ホ
ー
ル
を
準
備
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、基
本
利
用
料

金
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
冷
房
設
備
の
利
用
は
基
本
利
用
料
金
の
５
割
の
額
、暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は

区
分
 

金
額
 

会
議
室
１
 

１
時
間
に
つ
き
38
0円

会
議
室
２
 

１
時
間
に
つ
き
41
0円

会
議
室
３
 

１
時
間
に
つ
き
34
0円

大
会
議
室
 

１
時
間
に
つ
き
1,
83
0円

託
児
室
 

１
時
間
に
つ
き
30
0円

展
示
ホ
ー
ル
 

１
時
間
に
つ
き
2,
01
0円

文
化
活
動
ブ
ー
ス
 

１
月
に
つ
き
10
,0
00
円

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
基
本
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
１
０
割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
展
示
ホ
ー
ル
を
準
備
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、基
本
利
用
料

金
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

４
 
冷
房
設
備
の
利
用
は
基
本
利
用
料
金
の
５
割
の
額
、暖
房
設
備
の
利
用
料
金
は
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基
本
利
用
料
金
の
６
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
文
化
活
動
ブ
ー
ス
の
利
用
期
間
が
１
月
に
満
た
な
い
場
合
又
は
そ
の
期
間
に

１
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
日
割
り
計
算
で
算
出
し
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

基
本
利
用
料
金
の
６
割
の
額
と
す
る
。
 

５
 
文
化
活
動
ブ
ー
ス
の
利
用
期
間
が
１
月
に
満
た
な
い
場
合
又
は
そ
の
期
間
に

１
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
日
割
り
計
算
で
算
出
し
た
額
と
す
る
。
 

６
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

７
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
（
第
１
１
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
１
１
条
関
係
）
 

１
 
文
化
ホ
ー
ル
 
ホ
ー
ル
利
用
料
金
 

１
 
文
化
ホ
ー
ル
 
ホ
ー
ル
利
用
料
金
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時

～
正
午
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６
時

～
午
後
１

０
時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
１
時

～
午
後
１

０
時
 

午
前
９
時

～
午
後
１

０
時
 

A 
平
日
 

4,
40
0円
 
8,
80
0円

12
,1
00
円
 1
3,
20
0円

20
,9
00
円
 2
5,
30
0円

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

5,
50
0円
 
9,
90
0円

14
,3
00
円
 1
5,
40
0円

24
,2
00
円
 2
9,
70
0円

B 
平
日
 

6,
60
0円
 1
2,
10
0円

15
,4
00
円
 1
8,
70
0円

26
,4
00
円
 3
3,
00
0円

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

7,
70
0円
 1
4,
30
0円

17
,6
00
円
 2
2,
00
0円

31
,9
00
円
 3
9,
60
0円

C 
平
日
 

11
,0
00
円
 1
8,
70
0円

24
,2
00
円
 2
8,
60
0円

41
,8
00
円
 5
1,
70
0円

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

13
,2
00
円
 2
2,
00
0円

29
,7
00
円
 3
3,
00
0円

51
,7
00
円
 6
1,
60
0円

備
考
 

時
間

区
分
 

午
前
９
時

～
正
午
 

午
後
１
時

～
午
後
５

時
 

午
後
６
時

～
午
後
１

０
時
 

午
前
９
時

～
午
後
５

時
 

午
後
１
時

～
午
後
１

０
時
 

午
前
９
時

～
午
後
１

０
時
 

A 
平
日
 

4,
32
0円
 
8,
64
0円

11
,8
80
円
 1
2,
96
0円

20
,5
20
円
24
,8
40
円
 

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

5,
40
0円
 
9,
72
0円

14
,0
40
円
 1
5,
12
0円

23
,7
60
円
29
,1
60
円
 

B 
平
日
 

6,
48
0円
 1
1,
88
0円

15
,1
20
円
 1
8,
36
0円

25
,9
20
円
32
,4
00
円
 

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

7,
56
0円
 1
4,
04
0円

17
,2
80
円
 2
1,
60
0円

31
,3
20
円
38
,8
80
円
 

C 
平
日
 

10
,8
00
円
 1
8,
36
0円

23
,7
60
円
 2
8,
08
0円

41
,0
40
円
50
,7
60
円
 

土
曜
日

日
曜

日
・
休
日

12
,9
60
円
 2
1,
60
0円

29
,1
60
円
 3
2,
40
0円

50
,7
60
円
60
,4
80
円
 

備
考
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１
 
ホ
ー
ル
の
利
用
料
金
は
、
ホ
ワ
イ
エ
及
び
出
演
者
控
室
の
利
用
分
を
含
む
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ホ
ワ
イ
エ
の
み
を
使
用
す
る
場
合
又
は
出
演
者
控
室
の

み
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
次
項
の
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
「
休
日
」
と
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７

８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
 

３
 
「
A」
と
は
、
営
利
目
的
以
外
で
入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
（
以
下

「
入
場
料
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
し
な
い
場
合
を
、
「
B」
と
は
、
営
利
目
的

以
外
で
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
を
、
「
C」
と
は
、
営
利
目
的
で
利
用
す
る

場
合
を
い
う
。
 

４
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
入
場
料
等
を
徴
収
す
る

場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
基
本

利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
に
次
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
基
本
利
用
料

金
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
入
場
料
等
が
50
0円
以
上
2,
00
0円
未
満
 
３
割
 

（
２
）
 
入
場
料
等
が
2,
00
0円
以
上
 
５
割
 

５
 
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
利
用
許
可
時
間
を
繰
り

上
げ
、
又
は
延
長
し
て
使
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
（
３
０
分
以

上
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

き
、
そ
の
直
前
又
は
そ
の
直
後
の
基
本
利
用
料
金
の
１
時
間
当
た
り
の
利
用
料

金
の
３
割
増
の
額
と
す
る
。
 

６
 
午
前
９
時
以
前
に
繰
り
上
げ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に

つ
き
、
基
本
利
用
料
金
（
午
前
９
時
～
正
午
）
の
５
割
の
額
と
し
、
午
後
１
０

時
以
後
に
延
長
し
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
基
本

利
用
料
金
（
午
後
６
時
～
午
後
１
０
時
）
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

１
 
ホ
ー
ル
の
利
用
料
金
は
、
ホ
ワ
イ
エ
及
び
出
演
者
控
室
の
利
用
分
を
含
む
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ホ
ワ
イ
エ
の
み
を
使
用
す
る
場
合
又
は
出
演
者
控
室
の

み
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
次
項
の
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
「
休
日
」
と
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７

８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
 

３
 
「
A」
と
は
、
営
利
目
的
以
外
で
入
場
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
（
以
下

「
入
場
料
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
し
な
い
場
合
を
、
「
B」
と
は
、
営
利
目
的

以
外
で
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
を
、
「
C」
と
は
、
営
利
目
的
で
利
用
す
る

場
合
を
い
う
。
 

４
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
入
場
料
等
を
徴
収
す
る

場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
基
本

利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
に
次
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
基
本
利
用
料

金
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
入
場
料
等
が
50
0円
以
上
2,
00
0円
未
満
 
３
割
 

（
２
）
 
入
場
料
等
が
2,
00
0円
以
上
 
５
割
 

５
 
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
利
用
許
可
時
間
を
繰
り

上
げ
、
又
は
延
長
し
て
使
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
（
３
０
分
以

上
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

き
、
そ
の
直
前
又
は
そ
の
直
後
の
基
本
利
用
料
金
の
１
時
間
当
た
り
の
利
用
料

金
の
３
割
増
の
額
と
す
る
。
 

６
 
午
前
９
時
以
前
に
繰
り
上
げ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に

つ
き
、
基
本
利
用
料
金
（
午
前
９
時
～
正
午
）
の
５
割
の
額
と
し
、
午
後
１
０

時
以
後
に
延
長
し
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
基
本

利
用
料
金
（
午
後
６
時
～
午
後
１
０
時
）
の
５
割
の
額
と
す
る
。
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７
 
練
習
又
は
準
備
等
の
た
め
舞
台
の
み
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
基

本
利
用
料
金
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

８
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

９
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

７
 
練
習
又
は
準
備
等
の
た
め
舞
台
の
み
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
基

本
利
用
料
金
の
５
割
の
額
と
す
る
。
 

８
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

９
 
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
 

 

２
 
文
化
ホ
ー
ル
 
練
習
室
等
利
用
料
金
 

２
 
文
化
ホ
ー
ル
 
練
習
室
等
利
用
料
金
 

区
分
 
午
前
９

時
～
正

午
 

午
後
１

時
～
午

後
５
時
 

午
後
６

時
～
午

後
１
０

時
 

午
前
９

時
～
午

後
５
時
 午
後
１

時
～
午

後
１
０

時
 

午
前
９

時
～
午

後
１
０

時
 

１
時
間
を
単
位
と

し
て
利
用
す
る
場

合
 

午
前
９

時
～
午

後
６
時
 午
後
６

時
～
午

後
１
０

時
 

練
習
室

（
１
）
 1,
65
0円
2,
20
0円
2,
75
0円
 3,
74
0円
4,
84
0円
6,
38
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

55
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

69
0円
 

練
習
室

（
２
）
 1,
21
0円
1,
65
0円
2,
09
0円
 2,
75
0円
3,
63
0円
4,
84
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

40
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

50
0円
 

練
習
室

（
３
）
 

66
0円

77
0円
1,
10
0円
 1,
32
0円
1,
76
0円
2,
42
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

22
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

27
0円
 

出
演
者

控
室

44
0円

55
0円

66
0円
 
88
0円
1,
10
0円
1,
54
0円
 １
時
間

に
つ
き
 １
時
間

に
つ
き
 

区
分
 
午
前
９

時
～
正

午
 

午
後
１

時
～
午

後
５
時
 

午
後
６

時
～
午

後
１
０

時
 

午
前
９

時
～
午

後
５
時
 午
後
１

時
～
午

後
１
０

時
 

午
前
９

時
～
午

後
１
０

時
 

１
時
間
を
単
位
と

し
て
利
用
す
る
場

合
 

午
前
９

時
～
午

後
６
時
 午
後
６

時
～
午

後
１
０

時
 

練
習
室

（
１
）
 1,
62
0円
2,
16
0円
2,
70
0円
3,
67
0円
4,
75
0円
6,
26
0円
１
時
間

に
つ
き
 

54
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

68
0円
 

練
習
室

（
２
）
 1,
18
0円
1,
62
0円
2,
05
0円
2,
70
0円
3,
56
0円
4,
75
0円
１
時
間

に
つ
き
 

40
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

50
0円
 

練
習
室

（
３
）
 

64
0円

75
0円
1,
08
0円
1,
29
0円
1,
72
0円
2,
37
0円
１
時
間

に
つ
き
 

22
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

27
0円
 

出
演
者

控
室

43
0円

54
0円

64
0円

86
0円
1,
08
0円
1,
51
0円
１
時
間

に
つ
き
 １
時
間

に
つ
き
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（
１
）
 

15
0円
 
16
0円
 

出
演
者

控
室

（
２
）
 

44
0円

55
0円

66
0円
 
88
0円
1,
10
0円
1,
54
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

15
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

16
0円
 

出
演
者

控
室

（
３
）
 

33
0円

44
0円

55
0円
 
66
0円

77
0円
1,
10
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

11
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

14
0円
 

ホ
ワ
イ

エ
 

 
 

2,
75
0円
 １
時
間

に
つ
き
 

22
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

27
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
１
０

割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

（
１
）
 

15
0円
 
16
0円
 

出
演
者

控
室

（
２
）
 

43
0円

54
0円

64
0円

86
0円
1,
08
0円
1,
51
0円
１
時
間

に
つ
き
 

15
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

16
0円
 

出
演
者

控
室

（
３
）
 

32
0円

43
0円

54
0円

64
0円

75
0円
1,
08
0円
１
時
間

に
つ
き
 

11
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

14
0円
 

ホ
ワ
イ

エ
 

 
 

2,
70
0円
１
時
間

に
つ
き
 

22
0円
 

１
時
間

に
つ
き
 

27
0円
 

備
考
 

１
 
１
時
間
未
満
は
、
１
時
間
と
す
る
。
 

２
 
営
利
目
的
で
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
１
０

割
増
の
額
と
す
る
。
 

３
 
附
属
設
備
等
の
利
用
料
金
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
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議案第２号 

 

財産の無償貸付について 

 

次のとおり財産を無償で貸し付けるものとする。 

 

平成３１年１月２５日提出 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

 

１ 無償貸付けの目的  旧湖南中学校校舎を利活用し地域の活性化を図るため 

２ 無償貸付けする財産の表示 

   種 別  建物 

  所 在 地  鳥取市吉岡温泉町７８９番地１ 

  構造及び棟数  鉄筋コンクリート造三階建１棟の内１室 

  延 面 積  ９９．６８４㎡ 

３ 無償貸付けの相手方  鳥取市相生町２丁目１１０－２ 

             和紙おりがみ Sada工房 

             代表 貞谷 隆子 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により議決を

得るためである。 
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旧湖南中学校　校舎利用状況

No. 利用団体名 利用箇所 貸付契約期間 備考

1 創造の樹 １Ｆ技術室・１Ｆ保健室・１Ｆ事務室
平成２８年４月１日～
平成３３年３月３１日

図面：青

2 銘木工房　ゆら木 １Ｆ理科室・１Ｆ理科準備室
平成２９年１２月１日～
平成３１年３月３１日

図面：緑

3
湖南地区公民館
湖南地区まちづくり協議会

１Ｆ職員室・１Ｆ校長室・１Ｆ図書室・２Ｆ特別活動室
平成２９年５月１日～
平成３４年３月３１日

図面：黄

4 アトリエ　イオラス １Ｆ相談室
平成２８年４月１日～
平成３１年３月３１日

図面：橙

5 吉田たすく手織工房 １Ｆ被服室
平成２８年４月１日～
平成３１年３月３１日

図面：紫

6 鳥取県埋蔵文化財センター
２Ｆ美術室・２Ｆ教材室・２Ｆ生徒会室・２Ｆ多目的
室・２Ｆ音楽室・３Ｆ特別活動室・３Ｆ教材室・３Ｆ普
通教室（３室）・３Ｆ多目的室・３Ｆコンピュータ室

平成３０年４月１日～
平成３５年３月３１日

図面：ピンク

年月日 平成31年1月25日

担当課 教育総務課

１月定例教育委員会　資 料

和紙おりがみSada工房 貸付予定教室
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議案第３号 

 

 

 

平成３１年度鳥取市一般会計当初予算について 

 

 

 

平成３１年度鳥取市教育委員会の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，２１２，２７０千円と定

める。 

 

２ 歳入歳出予算の該当区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

平成３１年１月２５日提出 

 

 

 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

58



第
１

表
歳

入
歳

出
予

算
単

位
：
千

円

国
・
県

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

1
教

育
委

員
報

酬
教

育
総

務
課

2
,7

1
2

2
,7

1
2

0
0

0
0

2
,7

1
2

2
教

育
委

員
会

運
営

費
教

育
総

務
課

2
9
5

2
9
5

0
0

0
0

2
9
5

3
全

国
都

市
教

育
長

協
議

会
負

担
金

教
育

総
務

課
6
5

6
5

0
0

0
0

6
5

4
鳥

取
県

市
町

村
教

育
委

員
会

研
究

協
議

会
負

担
金

教
育

総
務

課
1
3
8

1
3
9

1
0

0
0

1
3
9

5
中

国
地

区
都

市
教

育
長

会
負

担
金

教
育

総
務

課
5

5
0

0
0

0
5

6
教

育
委

員
会

負
担

金
教

育
総

務
課

0
4

4
0

0
0

4

7
職

員
費

（
教

育
総

務
課

、
学

校
教

育
課

）
教

育
総

務
課

3
5
8
,3

2
8

3
2
2
,8

2
6

△
 3

5
,5

0
2

0
0

0
3
2
2
,8

2
6

8
事

務
局

運
営

費
（
教

育
総

務
課

）
教

育
総

務
課

1
,2

9
0

1
,0

4
0

△
 2

5
0

0
0

0
1
,0

4
0

9
事

務
局

統
括

費
教

育
総

務
課

5
3
9

3
4
7

△
 1

9
2

0
0

0
3
4
7

10
職

員
費

（
特

別
職

）
教

育
総

務
課

1
4
,4

3
2

1
4
,4

7
1

3
9

0
0

0
1
4
,4

7
1

11
市

立
学

校
基

金
積

立
金

教
育

総
務

課
8
4

8
4

0
0

0
8
4

0

12
鳥

取
市

グ
ロ

ー
バ

ル
人

材
育

成
事

業
費

教
育

総
務

課
7
,4

8
2

8
,7

3
7

1
,2

5
5

0
0

8
,7

3
7

0

公
募

に
よ

り
選

考
し

た
市

内
の

中
学

生
を

英
語

圏
域

に
派

遣
し

、
学

校
訪

問
や

ホ
ー

ム
ス

テ
イ

を
通

し
て

多
様

な
文

化
と

歴
史

に
触

れ
る

短
期

間
研

修
（
5
日

）
経

費
。

＊
そ

の
他

財
源

は
、

参
加

費
　

1
,4

0
0
千

円
（
7
0
千

円
×

2
0
人

）
 　

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

　
7
,3

3
7
千

円

13
特

色
あ

る
小

中
９

年
教

育
支

援
事

業
費

教
育

総
務

課
0

4
,3

7
3

4
,3

7
3

0
0

0
4
,3

7
3

江
山

地
区

義
務

教
育

学
校

の
Ｈ

3
2
年

4
月

開
校

に
向

け
た

、
教

育
ビ

ジ
ョ

ン
の

策
定

、
校

名
、

校
歌

等
選

考
に

お
け

る
開

校
準

備
に

係
る

経
費

14
校

区
審

議
会

運
営

事
業

費
教

育
総

務
課

4
8
7

1
,0

4
5

5
5
8

0
0

0
1
,0

4
5

15
小

学
校

嘱
託

員
報

酬
等

教
育

総
務

課
7
8
,4

3
4

7
8
,3

9
7

△
 3

7
0

0
0

7
8
,3

9
7

16
学

校
警

備
費

（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
,1

1
5

1
,1

1
8

3
0

0
0

1
,1

1
8

17
通

信
費

（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
1
,0

7
0

1
1
,2

8
1

2
1
1

0
0

3
0
0

1
0
,9

8
1

18
光

熱
水

費
（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
5
3
,0

7
0

1
8
6
,0

1
5

3
2
,9

4
5

0
0

3
9
1

1
8
5
,6

2
4

19
学

校
維

持
補

修
費

（
小

学
校

・
通

常
）

教
育

総
務

課
5
8
,7

4
5

6
0
,4

9
1

1
,7

4
6

0
0

1
0
,5

2
2

4
9
,9

6
9

N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

年
月
日

平
成
31
年
1月
25
日

担
当
課

教
育
委
員
会
　
各
課

１
月
定
例
教
育
委
員
会
 資
 料

【
一
般
会
計
】

59



国
・
県

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

20
学

校
維

持
補

修
費

（
小

学
校

・
大

規
模

）
教

育
総

務
課

5
2
,1

0
4

1
6
8
,2

5
5

1
1
6
,1

5
1

0
1
5
4
,4

0
0

0
1
3
,8

5
5

小
学

校
の

大
規

模
改

修
に

取
り

組
む

経
費

・
岩

倉
小

学
校

普
通

教
室

壁
設

置
・
エ

ア
コ

ン
整

備
工

事
　

（
1
8
教

室
に

間
仕

切
り

壁
設

置
）
1
4
6
,7

9
1
千

円
（
H

3
1
年

度
完

成
予

定
）

・
浜

村
小

学
校

プ
ー

ル
修

繕
　

1
0
,9

6
1
千

円
（
H

3
1
年

度
完

成
予

定
）

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

2
5
8
,8

5
0
千

円
計

上

21
一

般
管

理
事

務
費

（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

5
,5

0
7

6
,5

5
4

1
,0

4
7

0
0

0
6
,5

5
4

22
学

校
管

理
経

費
（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
0
4
,7

1
0

1
1
6
,1

9
7

1
1
,4

8
7

0
0

0
1
1
6
,1

9
7

23
通

学
路

除
雪

用
小

型
除

雪
機

管
理

費
（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

2
,0

3
0

1
,9

7
4

△
 5

6
0

0
0

1
,9

7
4

24
教

材
費

（
教

育
総

務
課

・
小

学
校

）
教

育
総

務
課

7
0
,3

9
2

7
0
,7

4
6

3
5
4

0
0

0
7
0
,7

4
6

25
理

科
教

育
等

設
備

整
備

費
教

育
総

務
課

2
,2

5
0

2
,2

5
0

0
1
,1

2
5

0
0

1
,1

2
5

26
理

科
設

備
少

額
設

備
整

備
事

業
費

教
育

総
務

課
1
,5

0
2

1
,4

7
2

△
 3

0
0

0
0

1
,4

7
2

27
学

校
図

書
購

入
費

（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
3
,5

3
2

1
3
,5

3
2

0
0

0
1
3
,5

3
2

0
28

特
別

教
室

備
品

整
備

費
（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
,0

0
0

1
,0

0
0

0
0

0
0

1
,0

0
0

29
音

楽
機

器
管

理
費

教
育

総
務

課
4
7
6

5
1
5

3
9

0
0

0
5
1
5

30
大

規
模

改
造

事
業

費
（
小

学
校

）
教

育
総

務
課

1
7
1
,7

3
8

4
4
2
,0

2
7

2
7
0
,2

8
9

3
4
,7

6
4

3
6
5
,6

0
0

0
4
1
,6

6
3

老
朽

化
、

学
校

統
合

に
よ

る
、

小
学

校
大

規
模

改
築

、
長

寿
命

化
に

取
り

組
む

経
費

①
久

松
小

学
校

校
舎

改
修

工
事

（
教

室
棟

、
管

理
棟

）
　

4
0
1
,3

5
6
千

円
（
H

3
1
年

度
完

成
予

定
）

②
江

山
地

区
校

舎
統

合
設

計
等

業
務

　
 4

0
,6

6
1
千

円
　

（
H

3
4
年

度
完

成
予

定
）

31
小

学
校

増
改

築
事

業
費

教
育

総
務

課
4
4
,1

4
6

5
8
2
,0

0
5

5
3
7
,8

5
9

8
4
,6

2
5

4
6
8
,3

0
0

0
2
9
,0

8
0

児
童

数
増

に
伴

い
小

学
校

の
増

改
築

を
行

う
経

費

①
修

立
小

学
校

校
舎

増
築

工
事

（
S
造

2
階

建
　

6
教

室
）

　
2
6
0
,2

3
0
千

円
（
H

3
1
年

度
完

成
予

定
）

②
浜

坂
小

学
校

屋
内

運
動

場
改

築
工

事
、

校
舎

増
改

築
設

計
、

土
地

造
成

工
事

　
3
2
1
,7

7
5
千

円
（
H

3
3
年

度
完

成
予

定
）

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

2
3
1
,3

6
2
千

円
計

上

32
中

学
校

嘱
託

員
報

酬
等

教
育

総
務

課
2
6
,5

5
6

2
6
,6

5
2

9
6

0
0

0
2
6
,6

5
2

33
学

校
警

備
費

（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

4
2
0

4
2
2

2
0

0
0

4
2
2

34
通

信
費

（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

6
,3

4
5

6
,4

6
9

1
2
4

0
0

3
0
0

6
,1

6
9

35
光

熱
水

費
（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

9
1
,1

8
1

9
8
,0

3
8

6
,8

5
7

0
0

1
9
8

9
7
,8

4
0

【
一
般
会
計
】

60



国
・
県

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

36
学

校
維

持
補

修
費

（
中

学
校

・
通

常
）

教
育

総
務

課
2
3
,5

1
0

2
9
,3

4
6

5
,8

3
6

0
0

5
,0

5
1

2
4
,2

9
5

37
一

般
管

理
事

務
費

（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

2
,3

1
6

1
,7

0
0

△
 6

1
6

0
0

0
1
,7

0
0

38
学

校
管

理
経

費
（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

3
2
,2

7
8

3
4
,8

3
5

2
,5

5
7

0
0

0
3
4
,8

3
5

39
通

学
路

除
雪

用
小

型
除

雪
機

管
理

費
（
中

学
校

）
教

育
総

務
課

1
5
5

1
5
5

0
0

0
0

1
5
5

40
教

材
費

（
教

育
総

務
課

・
中

学
校

）
教

育
総

務
課

4
4
,8

1
3

4
3
,7

1
3

△
 1

,1
0
0

0
0

0
4
3
,7

1
3

41
理

科
教

育
等

設
備

整
備

費
教

育
総

務
課

1
,8

0
0

1
,8

0
0

0
9
0
0

0
0

9
0
0

42
理

科
設

備
少

額
設

備
整

備
事

業
費

教
育

総
務

課
6
6
2

6
7
0

8
0

0
0

6
7
0

43
学

校
図

書
購

入
費

教
育

総
務

課
1
1
,4

9
0

1
1
,4

9
0

0
0

0
1
1
,4

9
0

0
44

特
別

教
室

備
品

整
備

費
教

育
総

務
課

5
0
0

5
0
0

0
0

0
0

5
0
0

45
吹

奏
楽

楽
器

修
繕

費
教

育
総

務
課

8
5
0

9
0
0

5
0

0
0

0
9
0
0

46
中

学
校

増
改

築
事

業
費

教
育

総
務

課
1
4
2
,7

0
0

9
9
0
,0

7
3

8
4
7
,3

7
3

8
3
,2

2
5

7
6
2
,8

0
0

0
1
4
4
,0

4
8

生
徒

数
増

に
伴

い
中

学
校

の
増

改
築

を
行

う
経

費

①
南

中
学

校
校

舎
増

改
築

工
事

　
7
9
1
,4

4
7
千

円
（
H

3
3
年

度
完

成
予

定
）

②
南

中
学

校
武

道
場

改
築

工
事

　
1
9
8
,6

2
6
千

円
（
H

3
1
年

度
完

成
予

定
）

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

7
8
,8

9
3
千

円
計

上

47
旧

河
原

幼
稚

園
舎

管
理

経
費

教
育

総
務

課
3
6
3

3
6
3

0
0

0
2
0
7

1
5
6

48
放

課
後

児
童

対
策

事
業

費
学

校
教

育
課

4
3
4
,8

8
0

5
0
1
,6

7
9

6
6
,7

9
9

3
7
7
,5

4
7

0
3

1
2
4
,1

2
9

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
運

営
経

費
6
9
ク

ラ
ブ

（
新

規
4
　

分
割

3
）

＊
そ

の
他

財
源

は
、

施
設

使
用

料

49
放

課
後

児
童

施
設

安
全

対
策

事
業

費
学

校
教

育
課

5
7
7

5
7
7

0
0

0
0

5
7
7

50
指

導
主

事
費

（
学

校
教

育
課

）
学

校
教

育
課

1
0
,3

5
1

1
0
,7

1
9

3
6
8

0
0

0
1
0
,7

1
9

51
事

務
局

運
営

費
（
学

校
教

育
課

）
学

校
教

育
課

8
,8

4
3

1
5
,0

7
8

6
,2

3
5

0
0

0
1
5
,0

7
8

52
特

別
支

援
学

級
体

験
教

室
事

業
費

学
校

教
育

課
2
0
6

2
,3

1
7

2
,1

1
1

0
0

1
2
,3

1
6

特
別

支
援

学
級

児
童

生
徒

が
行

う
体

験
学

習
に

か
か

る
経

費
（
体

験
先

：
鹿

野
町

・
佐

治
町

そ
ば

打
ち

、
砂

の
美

術
館

　
2
1
校

4
6
5
人

参
加

）

＊
そ

の
他

財
源

は
、

基
金

繰
入

金

53
姫

路
市

鳥
取

市
中

学
生

交
流

事
業

費
学

校
教

育
課

1
,6

4
0

4
4
2

△
 1

,1
9
8

0
0

0
4
4
2

54
教

育
支

援
委

員
会

運
営

費
学

校
教

育
課

9
5

1
5
7

6
2

0
0

4
0

1
1
7

55
生

徒
指

導
専

任
相

談
員

事
業

費
学

校
教

育
課

2
2
,1

0
7

2
1
,4

4
2

△
 6

6
5

0
0

0
2
1
,4

4
2

【
一
般
会
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56
不

登
校

対
策

事
業

費
学

校
教

育
課

7
2
9

2
9
6

△
 4

3
3

0
0

0
2
9
6

57
語

学
指

導
等

外
国

青
年

招
致

事
業

費
学

校
教

育
課

6
7
,7

0
8

6
7
,7

4
1

3
3

0
0

0
6
7
,7

4
1

58
市

中
学

校
文

化
連

盟
補

助
費

学
校

教
育

課
4
3
5

4
3
5

0
0

0
0

4
3
5

59
児

童
生

徒
表

彰
事

業
費

学
校

教
育

課
3
9

3
9

0
0

0
0

3
9

60
小

学
校

外
国

語
活

動
人

材
支

援
事

業
費

学
校

教
育

課
4
,1

1
6

5
,1

6
8

1
,0

5
2

0
0

0
5
,1

6
8

Ｈ
3
2
学

習
指

導
要

領
の

改
訂

に
よ

り
実

施
さ

れ
る

外
国

語
活

動
の

円
滑

な
実

施
を

図
る

た
め

、
担

任
の

指
導

を
補

助
す

る
指

導
者

謝
金

61
防

災
教

育
を

中
心

と
し

た
実

践
的

安
全

教
育

総
合

支
援

事
業

費
学

校
教

育
課

0
2
,0

3
7

2
,0

3
7

1
,6

4
7

0
0

3
9
0

防
災

教
育

の
充

実
と

学
校

・
地

域
が

連
携

し
た

学
校

安
全

推
進

体
制

の
構

築
を

図
る

経
費

（
県

委
託

事
業

　
1
0
/
1
0
）

（
地

域
と

の
合

同
訓

練
、

防
災

備
品

購
入

等
）

モ
デ

ル
学

校
：
中

ノ
郷

小
学

校
、

福
部

未
來

学
園

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

2
,0

9
1
千

円
計

上

62
学

校
図

書
館

活
用

推
進

事
業

費
学

校
教

育
課

1
0
5
,0

4
3

1
0
4
,9

6
9

△
 7

4
0

0
0

1
0
4
,9

6
9

63
教

育
活

動
奨

励
事

業
費

学
校

教
育

課
6
,4

2
8

6
,4

2
9

1
0

0
0

6
,4

2
9

64
校

務
支

援
事

業
費

学
校

教
育

課
1
1
,9

1
3

1
2
,2

3
3

3
2
0

0
0

0
1
2
,2

3
3

65
地

域
で

学
ぶ

職
場

体
験

活
動

事
業

費
学

校
教

育
課

1
,9

6
7

1
,9

6
5

△
 2

0
0

0
1
,9

6
5

66
外

国
人

児
童

生
徒

編
入

学
支

援
事

業
費

学
校

教
育

課
1
,8

0
0

1
,9

5
0

1
5
0

0
0

0
1
,9

5
0

67
聴

覚
に

障
が

い
の

あ
る

児
童

生
徒

の
学

習
支

援
事

業
費

学
校

教
育

課
1
0
0

1
0
0

0
0

0
0

1
0
0

68
自

立
と

創
造

の
学

校
づ

く
り

推
進

事
業

費
学

校
教

育
課

1
8
,3

3
4

2
1
,6

8
8

3
,3

5
4

0
0

1
9
,7

6
3

1
,9

2
5

69
特

色
あ

る
中

学
校

区
創

造
事

業
費

学
校

教
育

課
3
,5

6
0

3
,6

4
0

8
0

0
0

3
,5

6
0

8
0

70
未

来
の

と
っ

と
り

教
育

創
造

事
業

費
学

校
教

育
課

1
,9

3
9

3
,4

2
4

1
,4

8
5

3
6
1

0
0

3
,0

6
3

次
代

を
見

据
え

た
課

題
に

つ
い

て
学

校
を

指
定

し
、

組
織

・
教

育
内

容
・
指

導
方

法
等

の
取

組
を

研
究

実
践

す
る

経
費

（
研

究
課

題
）

①
（
継

）
魅

力
あ

る
学

校
づ

く
り

に
よ

る
学

校
不

適
応

の
解

消
（
2

校
）

②
（
継

）
社

会
に

開
か

れ
た

教
育

課
程

を
実

現
す

る
研

究
（
6

校
）

③
（
新

）
午

前
５

時
間

制
先

進
実

践
（
4
校

）
④

（
新

）
タ

ブ
レ

ッ
ト

ド
リ

ル
を

活
用

し
た

学
習

支
援

（
5
校

）

71
少

子
化

・
人

口
減

少
社

会
に

対
応

し
た

活
力

あ
る

学
校

教
育

推
進

事
業

費
学

校
教

育
課

8
0
6

6
3
5

△
 1

7
1

6
3
5

0
0

0

72
小

規
模

校
転

入
制

度
推

進
費

学
校

教
育

課
3
7
8

4
9
9

1
2
1

0
0

0
4
9
9

【
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73
複

式
学

級
対

策
事

業
費

学
校

教
育

課
5
3
,2

7
0

3
5
,0

7
4

△
 1

8
,1

9
6

0
0

0
3
5
,0

7
4

74
「
こ

こ
ろ

の
劇

場
」
開

催
支

援
事

業
費

学
校

教
育

課
3
3
0

3
2
0

△
 1

0
0

0
0

3
2
0

75
教

職
員

研
修

運
営

事
業

費
学

校
教

育
課

1
5
,4

5
7

1
6
,6

3
0

1
,1

7
3

0
0

0
1
6
,6

3
0

76
東

部
地

区
教

科
用

図
書

採
択

協
議

会
負

担
金

学
校

教
育

課
3
6

1
1
5

7
9

0
0

0
1
1
5

77
学

力
向

上
推

進
事

業
費

学
校

教
育

課
5
,6

4
0

8
,9

4
2

3
,3

0
2

0
0

6
,7

4
0

2
,2

0
2

児
童

生
徒

の
基

礎
学

力
の

定
着

と
学

力
向

上
に

向
け

て
取

り
組

む
経

費
①

基
礎

学
力

定
着

支
援

（
小

4
4
校

、
中

1
8
校

）
②

ＩＣ
Ｔ
教

育
支

援
（
支

援
員

1
人

配
置

）
③

算
数

・
数

学
実

践
推

進
（
小

1
7
校

、
中

5
校

）

＊
そ

の
他

財
源

は
、

ふ
る

さ
と

納
税

基
金

78
特

別
支

援
学

級
教

育
振

興
基

金
積

立
金

学
校

教
育

課
1

1
0

0
0

1
0

79
教

育
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
費

学
校

教
育

課
2
2
,7

4
4

1
9
,8

6
7

△
 2

,8
7
7

0
0

1
,7

1
5

1
8
,1

5
2

80
特

別
支

援
教

育
支

援
員

配
置

事
業

費
学

校
教

育
課

9
6
,6

1
5

9
6
,1

3
0

△
 4

8
5

0
0

0
9
6
,1

3
0

81
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

活
用

事
業

費
学

校
教

育
課

8
,3

0
0

1
1
,0

6
3

2
,7

6
3

3
,6

8
7

0
0

7
,3

7
6

82
医

療
的

ケ
ア

の
た

め
の

看
護

師
派

遣
事

業
費

学
校

教
育

課
0

7
5
6

7
5
6

2
5
2

0
0

5
0
4

83
郡

山
市

鳥
取

市
小

学
生

交
流

事
業

費
学

校
教

育
課

1
,8

6
0

2
,0

0
0

1
4
0

0
0

0
2
,0

0
0

84
中

山
間

地
域

ふ
る

さ
と

体
験

活
動

支
援

事
業

費
学

校
教

育
課

8
,8

1
1

1
4
,3

1
1

5
,5

0
0

4
,7

6
9

9
,5

0
0

0
4
2

市
内

の
小

学
生

が
佐

治
町

内
に

宿
泊

し
農

山
村

の
生

活
体

験
を

行
う

経
費

【
参

加
校

：
1
7
校

）

85
「
地

域
の

宝
」
研

究
事

業
費

学
校

教
育

課
6
5
0

6
5
0

0
6
5
0

0
0

0
86

道
徳

教
育

実
践

研
究

事
業

費
学

校
教

育
課

1
,3

5
0

1
,3

5
0

0
1
,3

5
0

0
0

0

87
地

域
で

育
む

学
校

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

事
業

費
学

校
教

育
課

3
,6

4
5

2
,2

0
5

△
 1

,4
4
0

2
,2

0
5

0
0

0

88
学

校
管

理
事

務
費

（
小

学
校

）
学

校
教

育
課

2
4
,4

5
6

3
4
,1

5
7

9
,7

0
1

0
0

0
3
4
,1

5
7

89
教

科
指

導
費

学
校

教
育

課
1
0
,5

7
8

3
3
9

△
 1

0
,2

3
9

0
0

0
3
3
9

90
教

育
研

究
活

動
委

託
事

業
費

学
校

教
育

課
9
1
9

1
,0

2
5

1
0
6

0
0

0
1
,0

2
5

91
補

助
教

材
費

学
校

教
育

課
1
4
8
,0

5
0

1
4
6
,9

7
0

△
 1

,0
8
0

0
0

1
4
6
,9

7
0

0
92

教
育

用
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
活

用
事

業
費

学
校

教
育

課
7
7
,5

8
8

1
0
5
,3

1
2

2
7
,7

2
4

0
0

0
1
0
5
,3

1
2

93
小

学
校

３
～

６
年

生
に

お
け

る
３

５
人

学
級

実
施

事
業

費
学

校
教

育
課

4
0
,0

0
0

4
4
,0

0
0

4
,0

0
0

0
0

0
4
4
,0

0
0

94
学

校
管

理
事

務
費

（
中

学
校

）
学

校
教

育
課

1
1
,3

5
5

1
5
,0

3
0

3
,6

7
5

0
0

0
1
5
,0

3
0

95
教

科
指

導
費

学
校

教
育

課
2
,6

2
0

5
,1

4
8

2
,5

2
8

0
0

0
5
,1

4
8

96
教

育
研

究
活

動
委

託
事

業
費

学
校

教
育

課
8
5
3

7
5
5

△
 9

8
0

0
0

7
5
5

97
補

助
教

材
費

学
校

教
育

課
9
6
,9

2
0

9
6
,0

6
0

△
 8

6
0

0
0

9
6
,0

6
0

0
【
一
般
会
計
】

63



国
・
県

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

98
教

育
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

活
用

事
業

費
学

校
教

育
課

3
1
,1

6
2

3
6
,0

1
4

4
,8

5
2

0
0

0
3
6
,0

1
4

ＩＣ
Ｔ
教

育
を

推
進

す
る

た
め

中
学

校
の

教
育

用
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

導
入

等
に

係
る

経
費

99
部

活
動

推
進

事
業

費
学

校
教

育
課

9
,1

1
5

1
0
,1

8
4

1
,0

6
9

6
,3

7
0

0
0

3
,8

1
4

10
0

中
学

校
２

･３
年

生
に

お
け

る
３

５
人

学
級

実
施

事
業

費
学

校
教

育
課

2
0
,0

0
0

1
8
,0

0
0

△
 2

,0
0
0

0
0

0
1
8
,0

0
0

10
1

放
課

後
子

ど
も

教
室

推
進

事
業

費
（
学

校
教

育
課

）
学

校
教

育
課

7
,4

7
5

1
0
,3

7
2

2
,8

9
7

3
,4

0
2

0
0

6
,9

7
0

10
2

人
権

教
育

推
進

費
（
人

権
教

育
研

究
推

進
事

業
）

学
校

教
育

課
9
0
0

8
9
8

△
 2

8
9
8

0
0

0

10
3

人
権

教
育

推
進

費
（
い

じ
め

防
止

教
育

推
進

事
業

）
学

校
教

育
課

7
5
0

3
3
6

△
 4

1
4

0
0

0
3
3
6

10
4

人
権

教
育

推
進

費
（
携

帯
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

教
育

啓
発

推
進

事
業

）
学

校
教

育
課

3
0
0

3
0
0

0
0

0
0

3
0
0

10
5

事
務

局
運

営
費

（
学

校
保

健
給

食
課

）
学

校
保

健
給

食
課

2
,0

4
4

2
,0

7
5

3
1

0
0

0
2
,0

7
5

10
6

奨
学

資
金

貸
付

金
学

校
保

健
給

食
課

1
0
8

1
0
8

0
0

0
0

1
0
8

10
7

教
育

福
祉

振
興

基
金

奨
励

事
業

費
学

校
保

健
給

食
課

3
2
0

3
2
0

0
0

0
3
2
0

0
10
8

教
育

福
祉

振
興

基
金

積
立

金
学

校
保

健
給

食
課

2
4

8
△

 1
6

0
0

8
0

10
9

遠
距

離
通

学
費

補
助

金
（
小

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

1
6
,0

2
8

1
4
,9

2
1

△
 1

,1
0
7

0
0

0
1
4
,9

2
1

11
0

遠
距

離
通

学
費

補
助

金
（
中

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

1
2
,2

5
7

1
0
,7

6
9

△
 1

,4
8
8

0
0

0
1
0
,7

6
9

11
1

要
保

護
・
準

要
保

護
児

童
就

学
援

助
費

（
小

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

3
2
,3

4
0

3
2
,0

7
9

△
 2

6
1

6
1
3

0
0

3
1
,4

6
6

11
2

要
保

護
・
準

要
保

護
児

童
就

学
援

助
費

（
中

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

4
6
,8

6
7

4
5
,6

4
7

△
 1

,2
2
0

9
8
3

0
0

4
4
,6

6
4

11
3

特
別

支
援

学
級

教
育

就
学

奨
励

費
（
小

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

4
,5

6
2

5
,2

8
1

7
1
9

2
,6

4
0

0
0

2
,6

4
1

11
4

特
別

支
援

学
級

教
育

就
学

奨
励

費
（
中

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

2
,5

4
8

3
,8

5
4

1
,3

0
6

1
,9

2
7

0
0

1
,9

2
7

11
5

通
学

用
ヘ

ル
メ

ッ
ト

購
入

補
助

金
学

校
保

健
給

食
課

4
7
9

4
6
1

△
 1

8
0

0
0

4
6
1

11
6

学
校

医
報

酬
等

学
校

保
健

給
食

課
3
2
,7

7
0

3
3
,9

3
9

1
,1

6
9

0
0

0
3
3
,9

3
9

11
7

衛
生

管
理

費
学

校
保

健
給

食
課

4
1
,6

7
4

4
2
,4

9
7

8
2
3

0
0

0
4
2
,4

9
7

11
8

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

負
担

金
学

校
保

健
給

食
課

1
3
,8

9
1

1
3
,6

6
7

△
 2

2
4

0
0

5
,7

9
8

7
,8

6
9

11
9

学
校

保
健

医
療

扶
助

費
学

校
保

健
給

食
課

2
,3

1
0

2
,4

6
6

1
5
6

6
5
2

0
0

1
,8

1
4

12
0

職
員

費
（
学

校
保

健
給

食
課

）
学

校
保

健
給

食
課

5
0
,7

7
1

7
2
,3

3
1

2
1
,5

6
0

0
0

0
7
2
,3

3
1

12
1

給
食

配
送

委
託

費
学

校
保

健
給

食
課

6
9
,4

8
8

7
0
,3

0
7

8
1
9

0
0

5
,2

8
8

6
5
,0

1
9

12
2

給
食

調
理

委
託

費
学

校
保

健
給

食
課

4
2
5
,5

9
6

4
3
0
,2

6
3

4
,6

6
7

0
0

3
,6

0
2

4
2
6
,6

6
1

12
3

準
要

保
護

児
童

・
生

徒
給

食
扶

助
費

（
小

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

4
2
,3

5
0

4
1
,5

3
1

△
 8

1
9

3
8

0
0

4
1
,4

9
3

12
4

準
要

保
護

児
童

・
生

徒
給

食
扶

助
費

（
中

学
校

）
学

校
保

健
給

食
課

2
9
,1

1
0

2
7
,4

5
2

△
 1

,6
5
8

8
8

0
0

2
7
,3

6
4

12
5

光
熱

水
費

（
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
）

学
校

保
健

給
食

課
9
3
,5

3
3

1
0
2
,8

0
2

9
,2

6
9

0
0

1
,2

3
6

1
0
1
,5

6
6

12
6

給
食

セ
ン

タ
ー

警
備

費
学

校
保

健
給

食
課

2
3
6

4
1
8

1
8
2

0
0

0
4
1
8

【
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名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

12
7

一
般

管
理

費
（
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
）

学
校

保
健

給
食

課
6
0
,8

3
3

6
7
,1

2
2

6
,2

8
9

0
0

9
2
4

6
6
,1

9
8

①
給

食
セ

ン
タ

ー
８

施
設

の
運

営
管

理
費

　
6
6
,9

9
1
千

円
②

平
成

2
0
年

度
に

策
定

し
た

「
鳥

取
市

の
学

校
給

食
の

基
本

構
想

」
の

改
訂

を
行

う
検

討
委

員
謝

金
等

経
費

　
1
3
1
千

円

＊
そ

の
他

財
源

は
、

学
校

給
食

負
担

金
（
県

立
学

校
分

）

12
8

研
修

費
（
学

校
給

食
）

学
校

保
健

給
食

課
2
5
0

1
8
6

△
 6

4
0

0
0

1
8
6

12
9

学
校

給
食

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
事

業
費

学
校

保
健

給
食

課
1
2
2

3
9
3

2
7
1

0
0

0
3
9
3

13
0

備
品

整
備

（
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
）

学
校

保
健

給
食

課
3
3
,5

3
4

9
1
,5

9
0

5
8
,0

5
6

0
6
1
,9

0
0

1
4

2
9
,6

7
6

給
食

セ
ン

タ
ー

の
大

型
備

品
更

新
に

係
る

経
費

①
ス

チ
ー

ム
コ

ン
ベ

ク
シ

ョ
ン

（
第

二
）
、

ボ
イ

ラ
ー

（
気

高
）
、

各
セ

ン
タ

ー
調

理
機

器
備

品
　

3
8
,0

0
0
千

円
②

洗
浄

室
エ

ア
コ

ン
（
第

一
、

第
二

、
湖

東
）
5
3
,5

9
0
千

円

＊
そ

の
他

財
源

は
、

学
校

給
食

負
担

金
（
県

立
学

校
分

）

13
1

学
校

給
食

未
納

対
策

費
学

校
保

健
給

食
課

2
,3

7
3

2
,4

4
8

7
5

0
0

5
0
0

1
,9

4
8

13
2

学
校

給
食

運
営

事
業

費
学

校
保

健
給

食
課

9
4
2
,8

0
9

9
3
6
,8

3
2

△
 5

,9
7
7

0
0

9
0
9
,2

6
3

2
7
,5

6
9

13
3

社
会

教
育

指
導

員
等

報
酬

等
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
,0

2
4

2
,8

9
2

△
 1

3
2

0
0

0
2
,8

9
2

13
4

職
員

費
（
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

、
文

化
財

課
、

分
室

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
7
9
,7

5
3

1
7
5
,9

5
9

△
 3

,7
9
4

0
0

0
1
7
5
,9

5
9

13
5

教
育

福
祉

振
興

会
等

補
助

金
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

5
0
,4

9
0

5
6
,7

9
2

6
,3

0
2

0
0

5
0

5
6
,7

4
2

13
6

青
少

年
育

成
基

金
積

立
金

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
3

1
3

0
0

0
1
3

0

13
7

職
員

研
修

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

9
1

6
8
9

5
9
8

0
0

0
6
8
9

13
8

生
涯

学
習

推
進

事
業

費
（
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
,3

5
8

3
,1

5
6

7
9
8

0
0

0
3
,1

5
6

各
地

区
教

育
委

員
会

分
室

に
お

い
て

行
う

生
涯

学
習

各
種

事
業

に
係

る
経

費

13
9

生
涯

学
習

講
座

推
進

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

6
,7

5
9

9
,5

4
9

2
,7

9
0

0
0

0
9
,5

4
9

尚
徳

大
学

、
市

民
大

学
、

人
材

活
用

事
業

を
取

り
組

む
経

費

14
0

ろ
う

あ
成

人
学

級
開

設
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
8
1

3
8
1

0
0

0
0

3
8
1

14
1

福
祉

文
化

会
館

利
用

者
駐

車
場

使
用

料
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

5
7
1

4
8
1

△
 9

0
0

0
0

4
8
1

14
2

事
務

局
費

等
（
生

涯
学

習
ス

ポ
ー

ツ
課

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
,6

9
1

1
,6

6
5

△
 2

6
0

0
0

1
,6

6
5

14
3

県
社

会
教

育
協

議
会

負
担

金
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
4
2

2
4
2

0
0

0
0

2
4
2
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当
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予
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要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

14
4

少
年

愛
護

セ
ン

タ
ー

運
営

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

6
,8

6
1

5
,9

1
0

△
 9

5
1

1
5
7

0
3
,0

0
0

2
,7

5
3

14
5

青
年

団
体

育
成

費
補

助
金

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
,8

5
5

1
,9

8
7

1
3
2

0
0

1
,8

5
5

1
3
2

14
6

子
ど

も
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

開
催

運
営

事
業

費
補

助
金

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

8
0

8
0

0
0

0
0

8
0

14
7

市
ジ

ュ
ニ

ア
リ

ー
ダ

ー
養

成
講

座
開

設
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
0
0

3
0
0

0
0

0
0

3
0
0

14
8

成
人

式
開

催
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
,8

0
0

1
,8

0
0

0
0

0
0

1
,8

0
0

14
9

Ｐ
Ｔ
Ａ

育
成

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
0

2
0
9

1
8
9

0
0

0
2
0
9

教
員

の
多

忙
化

問
題

を
解

消
す

る
た

め
、

小
中

Ｐ
Ｔ
Ａ

連
合

会
が

設
置

す
る

事
務

局
機

能
に

係
る

経
費

に
補

助
を

行
う

交
付

先
：
小

中
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
（
補

助
率

1
/
2
）

15
0

子
育

て
講

座
開

設
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
,3

9
0

2
,8

2
3

4
3
3

8
3
7

0
0

1
,9

8
6

15
1

も
の

づ
く
り

道
場

推
進

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

4
,4

2
8

4
,4

5
9

3
1

0
0

0
4
,4

5
9

15
2

運
営

審
議

会
委

員
報

酬
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
8
7

5
0
7

1
2
0

0
0

0
5
0
7

15
3

嘱
託

報
酬

等
（
分

室
等

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

4
2
,8

2
5

4
0
,9

9
5

△
 1

,8
3
0

0
0

0
4
0
,9

9
5

15
4

地
区

公
民

館
事

業
費

（
生

涯
学

習
・

ス
ポ

ー
ツ

課
）

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
0
,3

8
9

3
0
,3

9
0

1
0

0
0

3
0
,3

9
0

6
2
の

地
区

公
民

館
が

、
社

会
教

育
に

よ
る

ま
ち

づ
く
り

と
地

域
活

性
化

に
つ

な
が

る
た

め
に

取
り

組
む

経
費

15
5

地
域

学
校

協
働

活
動

推
進

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
6
,5

0
8

6
,5

0
8

2
,1

6
9

0
0

4
,3

3
9

15
6

河
原

町
国

英
地

区
活

性
化

施
設

（
仮

称
）
整

備
事

業
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
2
1
,7

6
8

2
1
,7

6
8

0
2
1
,7

0
0

0
6
8

河
原

町
国

英
地

区
に

、
屋

内
運

動
場

や
備

蓄
倉

庫
を

兼
ね

備
え

た
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
の

実
施

設
計

に
係

る
経

費
施

設
面

積
：
約

8
0
0
㎡

施
設

概
要

：
屋

内
運

動
場

、
防

災
備

蓄
倉

庫
、

多
目

的
交

流
室

、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
ル

ー
ム

ほ
か

15
7

青
少

年
施

設
管

理
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
6
8

1
9
4

2
6

0
0

3
1
9
1

15
8

集
会

所
管

理
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

4
8
,5

1
2

5
5
,3

6
5

6
,8

5
3

0
0

2
,1

4
5

5
3
,2

2
0

15
9

旧
末

恒
公

民
館

解
体

撤
去

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
3
1
,7

0
6

3
1
,7

0
6

0
1
9
,4

0
0

0
1
2
,3

0
6

鉄
骨

の
腐

食
、

軒
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

剥
離

等
で

危
険

性
の

あ
る

末
恒

地
区

公
民

館
を

解
体

す
る

経
費

【
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国
・
県

地
方

債
そ
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他
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財
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N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

16
0

文
化

セ
ン

タ
ー

施
設

管
理

委
託

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

9
6
,2

3
5

8
6
,1

6
1

△
 1

0
,0

7
4

0
0

1
,4

6
3

8
4
,6

9
8

16
1

文
化

セ
ン

タ
ー

施
設

整
備

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
6
2
,1

7
4

6
2
,1

7
4

0
4
8
,1

0
0

0
1
4
,0

7
4

文
化

セ
ン

タ
ー

の
老

朽
化

等
に

よ
る

改
修

を
行

う
経

費

①
文

化
セ

ン
タ

ー
空

調
改

修
工

事
（
3
0
～

3
1
債

務
負

担
）

5
6
,1

4
2
千

円
②

文
化

ホ
ー

ル
吊

天
井

耐
震

改
修

設
計

業
務

6
,0

3
2
千

円
（
H

3
2
年

度
完

成
予

定
）

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

3
8
,6

7
6
千

円
計

上

16
2

勤
労

青
少

年
ホ

ー
ム

施
設

管
理

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
4
,3

7
0

9
,3

3
5

△
 5

,0
3
5

0
0

5
,5

1
2

3
,8

2
3

16
3

嘱
託

報
酬

等
（
サ

イ
ク

リ
ン

グ
タ

ー
ミ

ナ
ル

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

5
,7

0
4

5
,6

2
1

△
 8

3
0

0
0

5
,6

2
1

16
4

サ
イ

ク
リ

ン
グ

タ
ー

ミ
ナ

ル
運

営
管

理
費

等
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
3
,8

4
1

1
2
,5

2
0

△
 1

,3
2
1

0
0

9
,5

8
7

2
,9

3
3

16
5

視
聴

覚
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
運

営
管

理
費

等
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
0
0

9
4

△
 6

0
0

0
9
4

16
6

職
員

費
（
さ

じ
ア

ス
ト

ロ
パ

ー
ク

）
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
3
,8

4
4

3
5
,3

7
3

1
,5

2
9

0
0

0
3
5
,3

7
3

16
7

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
企

画
イ

ベ
ン

ト
等

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
,0

0
0

3
,0

2
0

2
0

0
0

0
3
,0

2
0

16
8

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
運

営
管

理
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
6
,4

8
7

3
5
,0

0
3

△
 1

,4
8
4

2
2
3

5
,3

0
0

1
1
,3

0
2

1
8
,1

7
8

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
運

営
管

理
費

地
方

創
生

推
進

交
付

金
を

活
用

し
て

、
展

示
用

資
料

説
明

パ
ネ

ル
多

言
語

化
業

務
を

実
施

　
4
9
5
千

円

［
地

域
創

生
交

付
金

事
業

］

16
9

さ
じ

コ
ス

モ
ス

の
館

運
営

管
理

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
7
0

3
,0

2
3

2
,7

5
3

0
0

2
7
0

2
,7

5
3

17
0

ス
ポ

ー
ツ

推
進

審
議

会
委

員
報

酬
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
1
3

1
1
4

1
0

0
0

1
1
4

17
1

ス
ポ

ー
ツ

推
進

委
員

活
動

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
,3

2
8

3
,9

6
8

6
4
0

0
0

0
3
,9

6
8

17
2

ス
ポ

ー
ツ

表
彰

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

6
4
5

9
1
4

2
6
9

0
0

0
9
1
4

17
3

ス
ポ

ー
ツ

教
室

開
催

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
,7

7
0

1
,7

7
0

0
0

0
0

1
,7

7
0

17
4

市
体

育
協

会
等

運
営

補
助

金
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
8
,5

3
4

2
0
,1

6
2

1
,6

2
8

0
0

0
2
0
,1

6
2

17
5

体
育

事
務

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

8
0
4

4
7

△
 7

5
7

0
0

0
4
7
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予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
源

内
訳

事
業

概
要

17
6

市
民

総
ス

ポ
ー

ツ
運

動
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
2
,5

0
2

1
3
,1

1
6

6
1
4

0
0

0
1
3
,1

1
6

17
7

小
学

生
ス

ポ
ー

ツ
全

国
大

会
出

場
補

助
金

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

8
0
0

8
0
4

4
0

0
0

8
0
4

17
8

市
民

体
育

祭
開

催
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
,1

1
6

2
,2

1
3

9
7

0
0

0
2
,2

1
3

17
9

姫
路

市
ス

ポ
ー

ツ
大

会
開

催
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

4
4
2

6
9
4

2
5
2

0
0

0
6
9
4

18
0

ス
ポ

レ
ク

祭
開

催
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

6
8
3

7
7
1

8
8

0
0

0
7
7
1

18
1

新
春

健
康

マ
ラ

ソ
ン

大
会

開
催

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

4
8
0

5
2
7

4
7

0
0

0
5
2
7

18
2

麒
麟

の
ま

ち
交

流
ス

ポ
ー

ツ
大

会
事

業
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
3
,6

6
8

3
,6

6
8

0
0

0
3
,6

6
8

連
携

中
枢

都
市

圏
域

事
業

で
マ

ス
タ

ー
ズ

駅
伝

大
会

を
開

催
す

る
経

費
（
H

3
0
年

度
は

、
1
2
月

1
6
日

開
催

）

*
H

3
0
.6

月
補

正
　

3
,6

6
8
千

円
計

上

18
3

ガ
イ

ナ
ー

レ
鳥

取
力

向
上

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

0
4
,6

4
7

4
,6

4
7

0
0

1
,6

2
0

3
,0

2
7

ガ
イ

ナ
ー

レ
鳥

取
の

ホ
ー

ム
ゲ

ー
ム

観
客

満
足

度
を

最
大

限
に

高
め

、
観

光
、

経
済

活
性

化
を

図
る

た
め

に
取

り
組

む
経

費

＊
そ

の
他

財
源

は
、

バ
ー

ド
ス

タ
ジ

ア
ム

広
告

料

18
4

Ｊ
リ

ー
グ

公
式

戦
等

運
営

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
7
3

1
7
3

0
0

0
0

1
7
3

18
5

小
中

学
校

体
育

連
盟

補
助

金
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
1
,6

5
5

1
1
,3

4
4

△
 3

1
1

0
0

0
1
1
,3

4
4

18
6

鳥
取

マ
ラ

ソ
ン

開
催

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

7
,5

0
0

7
,5

0
0

0
0

0
0

7
,5

0
0

18
7

子
ど

も
の

こ
こ

ろ
づ

く
り

支
援

「
夢

の
教

室
」
事

業
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

3
,5

1
0

3
,7

8
1

2
7
1

0
0

3
,6

2
7

1
5
4

18
8

因
幡

但
馬

ジ
オ

パ
ー

ク
都

市
交

流
陸

上
競

技
大

会
補

助
金

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
0
0

1
0
0

0
0

0
0

1
0
0

18
9

子
ど

も
の

身
体

・
健

康
づ

く
り

推
進

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

5
4
0

5
4
6

6
0

0
0

5
4
6

19
0

山
陰

ジ
オ

パ
ー

ク
小

学
生

駅
伝

競
走

大
会

事
業

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
0
8

1
0
3

△
 5

0
0

0
1
0
3

【
一
般
会
計
】

68



国
・
県

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

N
o

事
　

業
　

名
所

属
名

前
年

度
当

初
額

当
初

予
算

要
求

額
比

較
左

記
の

財
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内
訳

事
業

概
要

19
1

キ
ャ

ン
プ

地
誘

致
推

進
事

業
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
8
,2

0
4

8
,8

6
6

△
 9

,3
3
8

0
0

0
8
,8

6
6

キ
ャ

ン
プ

・
合

宿
等

の
受

入
及

び
全

国
規

模
の

ス
ポ

ー
ツ

大
会

誘
致

経
費

・
ワ

ー
ル

ド
マ

ス
タ

ー
ズ

ゲ
ー

ム
ス

負
担

金
（
ア

ー
チ

ェ
リ

ー
（
予

定
）
）
　

2
7
7
千

円
（
市

負
担

1
/
3
）

・
世

界
リ

レ
ー

大
会

ジ
ャ

マ
イ

カ
チ

ー
ム

事
前

キ
ャ

ン
プ

誘
致

負
担

金
（
5
月

）
　

8
,3

3
3
千

円
（
負

担
割

合
：
県

1
/
2
、

県
体

育
協

会
1
/
6
、

市
1
/
3
）

19
2

各
種

大
会

開
催

補
助

金
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
,0

0
0

1
,0

0
0

△
 1

,0
0
0

4
5
0

0
0

5
5
0

第
5
3
回

全
国

ろ
う

あ
者

体
育

大
会

負
担

金
時

期
：
平

成
3
1
年

9
月

1
9
～

2
2
日

場
所

：
県

民
体

育
館

（
バ

ス
ケ

ッ
ト

）
、

産
業

体
育

館
（
バ

ド
ミ

ン
ト

ン
）

［
地

域
創

生
交

付
金

事
業

］

19
3

地
区

体
育

館
管

理
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
9
,0

7
8

2
2
,1

7
9

3
,1

0
1

0
0

7
,2

8
2

1
4
,8

9
7

19
4

体
育

施
設

管
理

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

2
1
7
,3

8
8

2
0
5
,4

1
0

△
 1

1
,9

7
8

0
0

1
,6

2
5

2
0
3
,7

8
5

19
5

屋
外

体
育

施
設

管
理

費
生

涯
学

習
・
ス

ポ
ー

ツ
課

9
,9

5
1

8
,2

7
2

△
 1

,6
7
9

0
0

7
0

8
,2

0
2

19
6

プ
ー

ル
管

理
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

9
,0

4
8

7
,0

7
6

△
 1

,9
7
2

0
0

2
3
0

6
,8

4
6

19
7

市
民

体
育

館
等

再
整

備
事

業
費

生
涯

学
習

・
ス

ポ
ー

ツ
課

1
8
,6

7
7

1
1
,0

9
9

△
 7

,5
7
8

0
0

0
1
1
,0

9
9

19
8

文
化

財
審

議
会

費
文

化
財

課
1
0
4

1
0
4

0
0

0
0

1
0
4

19
9

指
定

文
化

財
等

管
理

費
文

化
財

課
3
,0

1
8

3
,8

5
0

8
3
2

0
0

1
3

3
,8

3
7

20
0

史
跡

鳥
取

藩
主

池
田

家
墓

所
管

理
補

助
金

文
化

財
課

8
,0

7
7

1
1
,1

8
4

3
,1

0
7

0
0

0
1
1
,1

8
4

20
1

指
定

文
化

財
補

助
金

文
化

財
課

9
,6

6
7

1
2
,4

5
6

2
,7

8
9

0
0

0
1
2
,4

5
6

20
2

登
録

有
形

文
化

財
等

申
請

費
補

助
金

文
化

財
課

1
0
0

1
0
0

0
2
0

0
0

8
0

20
3

ハ
マ

ナ
ス

南
限

地
帯

管
理

費
文

化
財

課
4
2
9

4
2
9

0
1
0
5

0
0

3
2
4

20
4

全
国

史
跡

整
備

市
町

村
協

議
会

負
担

金
文

化
財

課
4
0

4
0

0
0

0
0

4
0

20
5

全
史

協
中

国
地

区
協

議
会

負
担

金
文

化
財

課
1
0

1
0

0
0

0
0

1
0

20
6

全
国

近
代

化
遺

産
活

用
協

議
会

負
担

金
文

化
財

課
0

4
2
0

4
2
0

0
0

0
4
2
0

【
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議案第４号 

 

 

 

平成３０年度鳥取市一般会計補正予算（２月補正）について 

 

 

 

平成３０年度鳥取市教育委員会の一般会計補正予算（２月補正）は、次に定め

るところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２７，９２２千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，７０７，７３７千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

平成３１年１月２５日提出 

 

 

 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 
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議案第５号 
 

工事請負契約の変更について 
 

平成２８年１２月１９日 議決された議案第１６５号（工事請負契約の締結
について）の一部を次のように改める。 
 

平成３１年１月２５日提出 
 
 

鳥 取 市 教 育 委 員 会 
教育長  尾 室  高志 

 
 
 
 
平成２８年１２月１９日議決された議案第１６５号第６項中   

  
  

                      を  
 
 
 
                    に改める。 
 
 
 
 
 
提案理由 
 史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事 工事請負意契約の変更について議決を求め
るためである。 
  

０，０００円 
及び地方消費税相当額 ４０，７２０，０００円）」 
 

「５８０，８７２，００ 
（うち消費税及び地方 

０円 
消費税相当額 ４３，０２７，５５５円）」 
 

 

「５４９，７２ 
（うち消費税 
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史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事の契約変更について 
 
１ 工事の概要 
 史跡鳥取城跡擬宝珠橋を復元する。 
 
２ 契約の概要 
（１）工事名   史跡鳥取城跡擬宝珠橋復元工事 
（２）工事場所  鳥取市東町二丁目地内 
（３）契約方法  指名競争入札 
（４）工  期  平成２８年１２月２０日～平成３１年３月２９日 
（５）請負者   広島県広島市中区宝町１番２０号 

  戸田建設株式会社広島支店 
執行委員支店長 吉岡 耕一郎 

 
（変更概要） 

当初契約金額  ５４９，７２０，０００円 
変更後契約金額 ５８０，８７２，０００円 
変更金額 増額  ３１，１５２，０００円 

 

３ 変更の内容 
  文化財の現状に合わせて工法等を変更して対応したため。 
 
４ 今後の対応 
  仮契約の締結後、市議会の議決を受けて変更契約を締結します。 
 

１月定例教育委員会 説明資料 

年月日 平成３１年１月２５日 
担当課 文 化 財 課 
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説明・協議事項（１） 
 
 

鳥取市教育委員会事務の自己点検・評価報告書について  
 
１ 目 的 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、各教育委員会は、毎年、その教育行政事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表することが義務づけられてい

ます。 

 

２ 点検の方法 

 「第１０次総合計画」(計画年度：平成２８～３２年度)に基づき、鳥取市教育委員会が取り組ん

でいる事業を「鳥取市教育振興基本計画」の推進施策ごとに振り分けし、そのうち重点的な事業と

して２５事業を抽出しました。さらに、事業ごとの自己点検・評価シートに、教育委員会の自己評

価を記入したうえで、学識経験者の２５事業に対する所見及び、点検・評価結果全体に対する総合

評価をいただきました。 

【評価者】 

 ○ 国立大学法人 鳥取大学 理事（教育・国際交流担当）・副学長 中島廣光 氏 

 ○ 公立大学法人 公立鳥取環境大学 経営学部経営学科 副学部長・准教授 石川真澄 氏 

 

３ 全体スケジュール 

 １０月２９日  評価者によるヒアリング 

 １２月１４日  評価者による所見及び総評 

  １月２５日  １月定例教育委員会で報告 

※ 定例教育委員会終了後、HP 等により公表する。 

 

４ 評価者の総評（概要） 

（１） 中島廣光 氏 

評価した２５事業については大部分の事業が順調に進んでいることを確認できたので、今後の

事業の進捗に期待したい。 

「子育て講座開設費」について、事後のアンケート調査は事業を改善する上で必要ではあるが、

これはあくまで主観的なデータであり、もう一歩進んで例えば「不登校生徒数が減る，朝食抜き

の生徒数が減る」などもっと客観的なデータが加われば効果の評価精度が上がるものと思われる。  

また、「「地域の宝」研究事業費」では各校で資料作成に向けて計画的な取り組みができている

が、それが教育効果を上げるいい資料だったかどうかが重要であり、そのことを判断できるデー

タが得られるならばぜひ得て活用して頂きたい。  

（２）石川真澄 氏 

  自己点検・評価は年数を重ねて定着していると思われるが、事業の改善に活用するため、事業

の目的に対する効果や質的な改善を意識した評価を行っていることが看取できるものがみられ

る反面、計画された事業を計画されたとおりに実施したことで是としているのではないかとおも

われるものも増えているように思われる。書類上の形式的な評価ではなく、事業の改善に向けて

資するツールとして活用されることを期待したい。 

１月定例教育委員会資料 

年月日 平成３１年１月２５日（金） 

担当課 教育総務課 
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説明・協議事項（２） １月定例教育委員会  資料 
平成３１年１月２５日 

担当課 生涯学習・スポーツ課 

今後の社会教育のあり方と地域組織のあり方検討の取組状況について 
 
＜今後の地域における社会教育のあり方＞ 
 
１ 背景・・・社会教育や公民館に関する国や市の動き                      
  
平成２０年３月 鳥取市自治基本条例の制定 

・地区公民館をコミュニティの活動拠点として位置づけ、コミュニティの
充実・強化を図る 

平成２７年１２月 中央教育審議会答申 
新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在
り方と今後の推進方策について 
・コミュニティスクールと社会教育の体制としての地域学校協働本部が
相互に補完し高めあう存在として、両輪となって相乗効果を発揮していく
ことが必要 

平成３０年２月 鳥取市社会教育委員会議答申 
地区公民館における社会教育施策について 
・地区公民館を拠点とした地域学校協働活動の推進 
・地区公民館職員の専門性の向上 

平成３０年１２月 中央教育審議会答申・・・関連資料３ 
人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について 
・社会教育を通じた「人づくり」「つながりづくり」「地域づくり」 
・持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが担い手として地域運
営に主体的に関わっていくことが重要 
・誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を活かすことのできる
生涯学習社会の実現へ向けた取り組みが必要 
・今後の社会教育施設に求められる役割として、地域の生涯学習拠点に加
え、地域コミュニティの維持と持続的発展を推進するセンター的役割、地
域の防災拠点 

 
２ 目指すべき地域づくりと社会教育の関係                           
 
地域づくり 地域住民や自治会、各種団体とがお互いに連携・協力をしながら、地域住民

が主体となって身近な地域課題の解決を図り、地域をより良いものにしてい
く取組み 

 
社会教育 地域の実態（地域課題）に応じた教育活動を通じ、学びの成果を活かした地

域コミュニティの維持や活性化、人材育成に貢献する 
 

 
３ 今後の取り組み                                      

 
① 地域組織のあり方検討を踏まえた試行的な制度の見直しや地域の事業の棚卸しを通し
て、社会教育と地域づくり・コミュニティ活動の効率的・効果的な推進方策を探る 

② 協働推進課や県教委と連携した公民館職員研修の充実 
③ 学校教育課と連携し、コミュニティスクールと地域学校協働活動を一体的に推進 

地域住民が地域コミュニティの将来像やあり方を共有し、その実現のために公民館等の社
会教育施設を介して、地域課題とその対応について学習し、地域づくりの実践につなげる 

「学びの成果を活かした住民主体の地域づくり」 
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＜地域組織のあり方検討を踏まえた試行的な制度の見直し＞ 
 
１ 目的                                           
本市では、平成２０年を協働のまちづくり元年とし、まちづくり協議会の設立を呼びかけ

るとともに、助成金の交付や関係者を対象とした研修会を開催するなど必要な支援を行って
きた。 
それから１０年が経過し、急速な人口減少や少子高齢化、地域課題の多様化、地域のつな

がりの希薄化など、地域コミュニティを取り巻く環境は厳しさを増しており、地域によって
は、人材や資金の不足など組織や活動の維持存続に不安を抱えておられる状況がある。 
このような状況を踏まえ、地域と共に地域組織のあり方の検討を進めており、平成２９年

度に実施したアンケートや意見交換、平成３０年度に実施したモデル地区との話し合いや参
画と協働のまちづくりフォーラムの結果などを踏まえ、平成３１年度から試行的に制度の見
直しを実施する。 
 
２ 試行的な制度の見直し                                   
平成３１年４月から、希望される地区において、以下の取り組みを試行的に実施する。 
地区公民館の地域運営などは、引き続き、平成３１年度に制度のあり方の検討を進める。 
 
①まちづくり協議会と公民館運営委員会の組織の一体化 
概要 まちづくり協議会と公民館運営委員会の委員に多くの重複があること、地域の課

題解決に向けた活動と学習のより一層の連携が求められることから、組織の一体
化を行う。 

調整 
事項 

まちづくり協議会の活動内容へ生涯学習事業を加える（地区） 
公民館条例施行規則の改正（教育委員会） 

 
②まちづくり協議会と地区公民館に関連する補助金等の一括交付 
概要 まちづくり協議会と地区公民館の事業に類似重複する部分があること、補助金等

について煩雑な事務処理の改善や地域が裁量をもって一体的に事業を行うこと
ができる環境づくりが求められることから、関連する資金の一括補助を行う。 

調整 
事項 

関連する予算の見直し（地域振興局、教育委員会） 
新たな補助要綱の整備（地域振興局） 
※まちづくり協議会を対象に、関連予算に記載の合計額を補助金（定額）として一括
して交付（資金の流れのイメージは関連資料２のとおり） 

関連 
予算 

コミュニティ育成支援事業 運営補助５万円、活動補助４０万円 
生涯学習委託事業 ３３万９千円＋バス借上料相当額 
公民館運営費 約７～９万円（消耗品費、印刷製本費、役務費など 世帯数で変動） 

 
３ 今後の取り組み                                      
 まちづくり協議会の研修会や地区公民館の会議などで新たな取り組みについて説明を行う。
希望される地区において、実際に事業等を進めていただく中で、試行的な制度の評価を行う。 
また、平成３１年度も引き続き、地域組織のあり方を共に考えていただくモデル地区を募り、
市の制度や支援のあり方について検討を進める。 
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報告事項（１） 
 
 
 

特別天然記念物コウノトリの鳥取市吉岡温泉町での死亡について 
 
 
概要 
  平成３１年１月６日（日） 鳥取市吉岡温泉町にて特別天然記念物コウノト
リの死骸が発見され、農業振興課・文化財課が兵庫県立但馬コウノトリの郷公
園と協力して対応にあたった。野生動物に食い荒らされていたが、肉付きなど
もよく病死の可能性は考えにくいとの所見をコウノトリの郷公園の獣医師よ
り現場でお聞きした。 

  死骸はコウノトリの郷公園に回収していただき、死因の確認等を目的に解
剖をおこなっている。 

 
 
経過 
１．平成３１年１月６日（日） １３時３０分頃、文化財課に農業振興課よりコ

ウノトリの死骸が発見された旨連絡。 
２．１４時に現地を確認。但馬コウノトリの郷公園の獣医師も同行。 
３．県文化財課に連絡。 
４．現地にて、但馬コウノトリの郷公園の獣医師、発見者・土地所有者と状況を

確認した。 
 
 
今後の対応 
１．死骸はコウノトリの郷公園に移送し、解剖する。死骸は処分していただく。 
２．解剖結果を待って滅失届を提出する。 
 

１月定例教育委員会 説明資料 
年月日 平成３１年１月２５日 
担当課 文 化 財 課 
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報告事項（２） 
 
 

 
 

鳥取砂丘での車侵入タイヤ痕の発見について 
 
 
１．概要 
 平成３１年１月４日（金）13 時 40 分ごろ、鳥取砂丘の特別保護地区内【天然
記念物範囲】（車乗り入れ禁止区域）で、車のタイヤ痕を発見した。環境省及び
鳥取市に連絡するとともに、同一場所から侵入を防ぐため、鳥取市が車止めを設
置した。 
 
２．経過 
平成３１年１月４日 

  １３：４０頃 自然公園財団景観保全推進員が砂丘内での清掃活動中にタ
イヤ痕跡を発見し、鳥取砂丘レンジャー及び自然公園財団
に連絡 

  １３：５０頃 砂丘レンジャーが現地確認 
  １５：００頃 砂丘レンジャーが現地確認を終了し、鳥取市に連絡 
  １５：０８頃 堀田自然公園財団所長が環境省浦富自然保護官事務所に連

絡する。 
  １６：５０頃 鳥取市が車止めを設置 
 
平成３１年１月８日 

  環境省及び鳥取県・鳥取市で現地に車止めの策を設置する方針を決定する。 
 
平成３１年１月９日 

  文化庁柴田技官にき損の件について報告し、き損届を提出するように指導
を受ける。 

 
３．今後の対応 
 今回のき損の件について、文化庁へき損届を提出する。 

定例教育委員会資料 
平成３１年１月２５日 
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